
近
世
干
拓
地
入
植
の
一
断
面

ー
地
底
銭
の
運
用
を
め
ぐ
っ
て
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は
じ
め
に

一
　
地
底
銭
と
地
底
銀

二
　
塩
屋
浦
新
地
に
み
る
地
底
銭

三
　
地
底
銭
の
位
置
づ
け

四
　
地
底
銭
の
運
用
者

　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
有
明
海
と
八
代
海
（
不
知
火
海
）
を
臨
む
熊
本
領
の
海
辺
で
は
、
加
藤
氏
お

よ
び
同
氏
改
易
の
後
に
入
封
し
た
細
川
氏
の
統
治
期
に
、
多
く
の
干
拓
地
が
造

成
さ
れ
た
。
開
発
面
積
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
有
明
海
側
に
五
三
〇
〇
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
V

歩
前
後
、
八
代
海
側
に
六
三
〇
〇
町
歩
前
後
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
計
数
に

つ
い
て
は
、
現
況
か
ら
再
計
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
文
献
資
料
の
突
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

合
わ
せ
・
分
析
に
拠
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
実
態
と
は
若
干
の
乖
離
が
あ
ろ
う
。

開
発
面
積
の
問
題
は
、
史
料
的
制
約
か
ら
右
の
面
積
を
一
応
の
目
安
と
し
、
今

後
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
熊
本
領
の
近
世
干
拓
は
、
そ
の
造
成
資
本
の
出
所
に
よ
り
、
藩
築
開
と
私
築

　
　
　
　
　
〔
3
）

開
に
区
分
で
き
る
。
開
（
ひ
ら
き
）
と
は
、
開
発
地
と
い
う
意
味
で
、
藩
築
開

は
藩
の
主
導
・
藩
費
を
も
っ
て
領
国
の
国
利
民
福
を
図
る
た
め
に
開
発
さ
れ
た
。

私
築
開
と
は
、
藩
築
開
以
外
の
干
拓
地
、
す
な
わ
ち
御
側
開
（
藩
主
の
個
人

開
）
・
藩
主
一
門
開
・
重
臣
開
・
手
永
開
な
ど
す
べ
て
を
い
い
、
開
発
目
的
は

築
造
者
資
産
の
形
成
と
い
え
る
。
藩
築
開
の
資
金
は
、
原
則
的
に
藩
庁
が
負
担

す
る
が
、
資
金
源
は
多
様
で
、
藩
の
中
央
機
関
で
あ
る
勘
定
方
や
引
除
方
、
櫨

（
4
）

方
、
地
方
行
政
機
関
の
手
永
会
所
、
民
間
か
ら
の
借
り
入
れ
な
ど
が
あ
る
。
他

方
、
私
築
開
の
資
金
源
は
、
藩
主
の
内
努
金
、
藩
主
一
門
・
重
臣
三
家
（
松

井
・
有
吉
・
米
田
）
各
々
の
家
政
資
金
、
手
永
や
郷
村
の
備
荒
関
連
資
金
な
ど

で
、
幕
末
近
く
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
水
平
合
同
的
な
事
例
も
み
ら
れ
る
。

　
熊
本
藩
干
拓
の
制
度
的
特
徴
は
、
農
民
や
商
人
な
ど
一
般
個
人
に
、
築
造
が

許
可
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
藩
政
中
期
以
降
、
開

発
権
を
も
つ
藩
主
一
門
や
重
臣
家
と
結
ん
だ
富
商
・
豪
農
な
ど
が
、
資
金
提
供
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（
5
）

や
施
工
を
行
い
、
事
実
上
の
開
発
者
と
な
っ
た
事
例
も
あ
る
。
こ
の
禁
制
を
形

骸
化
さ
せ
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
新
田
経
営
を
望
む
富
裕
な
農
民
や

商
人
な
ど
に
、
そ
れ
を
供
給
す
る
契
機
と
な
っ
た
経
済
現
象
が
あ
る
。
藩
政
末

期
、
干
拓
地
造
成
資
金
調
達
手
法
の
一
つ
と
し
て
登
場
し
た
「
地
底
銭
」
（
ぢ

そ
こ
せ
ん
）
の
仕
組
が
そ
れ
で
あ
り
、
短
期
間
で
あ
る
が
藩
築
開
・
私
築
開
を

問
わ
ず
活
用
さ
れ
た
。

　
地
底
銭
と
は
、
開
発
主
に
お
い
て
築
造
資
金
の
調
達
を
意
味
す
る
が
、
出
銭

者
に
と
っ
て
は
干
拓
地
へ
の
「
入
植
権
利
金
」
を
意
味
し
、
実
質
的
な
永
小
作

権
の
売
買
と
い
う
側
面
は
見
逃
せ
な
い
。
天
保
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、
主
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

八
代
海
の
干
拓
地
築
立
に
伴
い
発
生
し
て
い
る
。
先
行
研
究
は
皆
無
で
あ
り
、

唯
一
、
渋
谷
敏
実
氏
の
『
肥
後
藩
の
干
拓
史
（
前
編
）
』
（
一
九
五
四
）
で
、

「
…
即
ち
地
底
銭
と
い
っ
て
権
利
金
の
よ
う
な
も
の
を
徴
収
さ
れ
た
こ
と
も

（
マ
マ
）

あ
る
」
と
、
わ
ず
か
に
一
行
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
地
底
銭
を
直
接
説
明
し
た
史
料
は
未
見
で
あ
る
が
、
「
地
底
銭
」
文
言
の
記

載
さ
れ
た
史
料
は
、
旧
熊
本
領
の
中
・
南
部
海
辺
域
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
に
よ
る
と
、
藩
政
末
期
に
、
地
域
限
定
で
あ
る
も
の
の
、
地
底
銭
が
干
拓
資

金
調
達
の
一
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
干
拓

地
の
造
成
に
は
、
莫
大
な
資
金
を
必
要
と
す
る
の
で
、
地
底
銭
の
仕
組
で
全
面

的
な
調
達
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
事
業
資
金
の
い
く
ば
く
か

を
工
事
開
始
以
前
に
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
民
間
の
余
剰
資
金
を
干

拓
事
業
に
振
り
向
け
る
機
能
を
果
し
た
。

　
本
稿
で
は
、
地
底
銭
の
発
生
・
概
念
・
運
用
者
・
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
現
在
、
地
底
銭
と
い
う
文
言
の
記
載
さ
れ
た
文
書
は
、
地
方
史

料
の
数
点
を
あ
げ
る
の
み
で
、
藩
庁
の
行
政
文
書
に
お
い
て
は
未
確
認
で
あ
り
、

史
料
的
制
約
は
免
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
宇
土
郡
不
知
火
町
所
蔵
『
御
新
地
方

記
録
』
に
は
、
比
較
的
多
く
の
地
底
銭
文
言
が
み
ら
れ
る
。
同
書
は
、
天
保
期

よ
り
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
ま
で
の
郡
浦
（
こ
お
の
う
ら
）
手
永
管
内
・
亀

尾
村
を
中
心
と
す
る
干
拓
新
田
の
村
々
、
周
辺
古
村
の
動
向
を
記
録
し
た
村
方

の
文
書
綴
り
で
、
三
八
〇
丁
か
ら
な
り
、
藩
政
末
期
の
干
拓
新
田
村
草
創
の
状

況
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
を
中
心
に
し
て
検
討
し
て
み
る
。

地
底
銭
と
地
底
銀

　
地
底
銭
の
発
祥
に
つ
い
て
は
、
『
請
新
地
一
紙
書
抜
』
（
熊
本
県
城
南
町
民
俗

資
料
館
収
蔵
）
の
中
に
若
干
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
杉
島
手
永
惣
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

屋
・
成
松
古
十
郎
の
個
人
的
な
覚
書
で
、
彼
の
関
わ
っ
た
有
明
・
八
代
両
海
沿

岸
干
拓
工
事
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
成
松
が
天
保
十
年
（
一
八

三
九
）
正
月
に
病
死
し
て
い
る
こ
と
、
松
橋
新
開
（
現
下
益
城
郡
松
橋
町
）
と

思
わ
れ
る
開
発
予
定
地
検
分
の
く
だ
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
晩
年
天
保
中

期
頃
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
一
部
を
摘
記
し
て
み
る
。

　
一
地
底
銭
之
事

　
　
此
儀
一
通
り
ハ
、
此
間
御
惣
庄
屋
中
請
書
二
も
書
上
候
通
二
御
座
候
庭
、

　
　
惣
躰
松
橋
町
二
て
此
節
御
見
立
之
所
々
御
惣
庄
屋
中
集
会
仕
、
重
畳
論
究

　
　
仕
候
庭
、
地
底
銭
と
申
銘
目
七
百
町
之
時
分
6
起
り
居
候
様
二
承
居
候
得

　
　
共
、
今
度
精
々
相
糺
候
ヘ
ハ
、
七
百
町
二
地
底
銭
と
申
出
方
ハ
無
之
由
、

　
　
尤
麓
川
井
手
筋
費
地
二
成
候
代
地
を
七
百
町
之
内
6
受
取
候
分
、
遠
方
二

　
　
懸
作
廻
兼
候
二
付
、
鹿
子
木
初
鏡
町
豪
富
之
面
々
6
聞
取
候
由
、
是
ハ
地

　
　
底
銭
と
申
銘
目
と
ハ
相
違
仕
候
、
左
候
ヘ
ハ
地
底
銭
出
方
之
儀
ハ
、
此
節

　
　
初
て
之
銘
目
二
て
諸
説
区
々
二
て
甚
折
合
兼
可
申
候
、
一
説
ニ
ハ
折
角
之
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御
儀
二
付
、
地
底
銭
無
二
て
作
廻
被
仰
付
被
下
候
ハ
、
、
無
田
之
貧
民
共

　
　
も
御
陰
を
以
地
方
二
有
付
、
御
百
姓
二
成
立
可
申
と
申
出
候
も
有
之
候
…

　
松
橋
新
開
は
、
同
町
秋
岡
文
書
に
よ
る
と
、
「
松
橋
新
開
、
宇
土
・
下
益
城

海
辺
新
地
、
天
保
十
年
御
築
立
反
別
田
畑
百
三
十
五
町
一
反
七
畝
十
五
歩
」
で
、

天
保
十
年
築
立
開
始
、
同
十
二
年
竣
工
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
予
定
地
検
分
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
右
の
史
料
中
「
御
惣
庄
屋
集
会
仕
、
重
畳
論
究
仕
候
」

さ
れ
た
時
期
は
、
天
保
九
年
も
し
く
は
そ
れ
以
前
で
あ
ろ
う
。
こ
の
御
惣
庄
屋

ほ
か
の
集
り
で
、
「
地
底
銭
」
の
こ
と
が
姐
上
に
上
り
、
そ
の
意
味
、
発
祥
や

是
非
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
た
。

　
成
松
は
、
地
底
銭
を
文
政
年
間
七
百
町
新
地
築
造
の
頃
に
発
生
し
た
と
承
知

し
て
い
た
が
、
鹿
子
木
謙
之
助
を
は
じ
め
八
代
郡
鏡
町
の
面
々
に
あ
ら
た
め
て

そ
の
由
来
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
同
新
地
に
地
底
銭
と
い
う
資
金
の
出
方

は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
八
代
の
麓
川
井
手
筋
を
掘
削
し
た
と
き
に
生
じ
た

「
費
地
」
の
捕
償
代
替
地
と
し
て
、
被
収
用
農
民
の
た
め
に
七
百
町
新
地
の
中

よ
り
応
分
を
充
て
た
が
、
収
用
さ
れ
た
土
地
近
辺
に
住
ん
で
い
た
農
民
た
ち
は
、

代
替
耕
作
地
が
遠
い
の
で
、
「
作
廻
成
兼
候
」
と
述
べ
、
か
わ
り
に
補
償
金
を

も
ら
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
集
り
の
中
で
論
議
さ
れ
た
地
底
銭
と
は
異
な
る
。

入
植
に
際
し
権
利
金
的
意
味
を
も
つ
の
は
、
「
此
節
初
て
之
銘
目
」
で
あ
る
と

い
う
。

　
筆
者
は
、
こ
の
と
き
の
地
底
銭
問
答
の
混
乱
を
、
土
地
収
用
時
に
お
け
る
補

償
金
、
「
地
底
銀
」
（
ぢ
そ
こ
ぎ
ん
）
と
の
混
同
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
。
松
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

家
文
書
『
先
例
略
記
』
（
「
御
城
御
作
事
井
浜
御
蔵
御
作
事
方
よ
り
葭
願
」
）
に
、

次
の
文
面
が
み
え
る
。

　
　
…
八
代
御
城
繕
御
作
事
用
の
土
場
、
当
時
迄
ハ
横
手
村
の
内
二
て
壱
畝
廿

　
　
壱
歩
の
畑
地
二
相
究
置
、
勿
論
御
年
貢
諸
出
米
共
二
年
々
村
方
え
相
渡
シ

　
　
土
を
取
来
申
候
得
共
、
最
早
取
尽
此
上
土
を
取
申
候
て
は
諸
作
も
難
成
可

　
　
有
御
座
候
付
、
此
節
右
の
土
場
村
方
え
差
返
、
猶
又
右
村
の
内
二
て
下
畑

　
　
壱
畝
廿
四
歩
地
高
二
も
有
之
候
付
、
此
所
土
場
二
相
究
相
応
の
地
底
銀
相

　
　
渡
、
御
年
貢
井
諸
出
米
と
も
に
年
々
此
方
よ
り
相
立
申
筈
二
て
、
村
方
故

　
　
障
無
之
由
御
座
候
…

　
こ
れ
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
十
一
月
、
熊
本
御
作
事
方
根
取
の
三
名

か
ら
、
八
代
郡
代
の
林
七
郎
右
衛
門
・
同
水
野
伝
左
衛
門
に
宛
て
た
書
状
で
あ

る
。
支
城
・
八
代
城
の
営
繕
で
、
多
量
の
粘
土
が
必
要
に
な
り
、
土
取
場
を
横

手
村
に
定
め
て
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
取
尽
く
し
、
こ
れ
以
上
採
取
す
る
と
後
々

の
作
付
け
も
困
難
に
な
る
。
よ
っ
て
当
該
土
取
場
は
村
方
へ
返
還
し
、
同
村
内

で
別
の
下
畑
（
げ
ば
た
）
が
地
高
も
あ
り
、
目
的
に
か
な
う
の
で
相
応
の
地
底

銀
を
渡
し
、
新
し
い
土
取
場
に
し
た
い
と
い
う
。

　
鹿
子
木
ら
鏡
町
の
面
々
は
、
「
地
底
銭
」
を
干
拓
新
地
へ
の
入
植
権
利
金
と

認
識
し
て
い
た
が
、
成
松
は
、
費
地
の
補
償
金
と
も
入
植
権
利
金
と
も
合
点
し

て
い
な
か
っ
た
。
惣
庄
屋
ら
は
、
こ
の
会
合
で
地
底
銭
の
概
略
を
理
解
し
た
よ

う
で
、
地
底
銭
な
し
に
入
植
を
許
さ
れ
る
と
、
田
地
を
持
た
な
い
貧
民
た
ち
も

土
地
に
あ
り
つ
き
、
本
百
姓
が
立
つ
と
い
う
意
見
も
出
た
。
な
お
、
地
底
銭
を

入
植
権
利
金
と
認
識
し
た
根
拠
の
一
端
は
、
前
掲
引
用
史
料
『
請
新
地
一
紙
書

抜
』
の
後
段
に
み
ら
れ
る
。

　
　
…
一
説
二
は
、
地
底
銭
等
こ
れ
を
給
シ
無
之
候
ハ
＼
、
成
就
之
上
我
も

　
　
く
と
地
方
を
望
押
懸
、
手
二
及
申
間
敷
、
其
上
貧
民
迄
各
々
懸
候
て
も

　
　
俄
二
作
地
二
は
相
成
申
間
敷
と
申
候
も
有
之
、
又
一
説
二
は
、
既
二
宇
土
町

　
　
杯
6
ハ
豪
富
之
内
6
地
底
銭
御
取
立
二
相
成
候
ハ
＼
差
出
置
申
度
、
内
々
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図1．八代平野の千拓

　　　　『熊本県文化財調査報告』より転載
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伺
出
共
有
候
之
由
、
近
年
地
方
高
直
二
付
て
ハ
、
一
統
同
様
心
懸
可
申
と

　
　
相
見
候
得
共
、
右
之
通
二
成
行
候
ヘ
ハ
、
詰
り
御
新
地
之
潤
豪
富
之
手
二

　
　
集
、
貧
民
ハ
程
々
二
重
年
貢
を
相
彿
候
様
、
成
行
可
申
と
歎
出
候
も
有
之
、

　
　
右
之
境
如
何
様
共
決
着
仕
兼
居
候
間
、
宜
敷
御
詮
議
被
仰
付
度
奉
存
候
、

　
松
橋
新
開
入
植
に
際
し
、
地
底
銭
を
無
用
に
す
れ
ば
人
々
が
我
も
く
と
押

し
か
け
、
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
貧
民
ま
で
一
緒
に
押
し
か

け
れ
ば
、
耕
作
地
に
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
う
。
ま
た
、
宇
土
町
な
ど
の
富
豪

か
ら
、
地
底
銭
を
集
め
る
の
で
あ
れ
ば
差
出
し
た
い
と
申
し
出
が
な
さ
れ
た
。

近
年
の
耕
作
地
代
高
騰
に
つ
い
て
は
、
会
同
の
惣
庄
屋
一
同
留
意
す
べ
き
こ
と

と
了
解
し
て
い
た
が
、
右
の
申
し
出
を
受
け
る
と
干
拓
地
の
利
益
は
、
最
終
的

に
富
豪
の
手
に
集
中
し
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
貧
し
い
農
民
た
ち
は
小
作

に
出
る
よ
り
途
は
な
く
、
地
底
銭
を
上
乗
せ
し
て
小
作
料
を
納
め
る
結
果
と
な

り
、
二
重
年
貢
を
納
め
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
い
う
歎
き
も
聞
か
れ
た
。

　
救
済
さ
れ
る
べ
き
貧
民
た
ち
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
実
的
に
は
、
多
数
の
貧

民
に
新
地
を
細
か
く
分
割
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
彼
ら
を
入
植
さ

せ
る
と
す
れ
ば
、
農
具
・
家
・
種
子
・
食
料
な
ど
の
営
農
手
段
を
講
じ
て
や
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
財
政
難
の
お
り
か
ら
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
営
農

手
段
を
与
え
て
貧
農
を
入
植
さ
せ
る
べ
き
か
、
富
裕
階
層
よ
り
地
底
銭
を
徴
収

し
、
彼
ら
の
入
植
権
利
を
承
認
す
る
の
か
、
惣
庄
屋
ら
郷
村
指
導
者
の
ジ
レ
ン

マ
は
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
貨
殖
」
の
蔓
延
と
い
う
天
保
期
熊
本

藩
の
時
代
的
風
潮
か
ら
、
窮
民
救
済
を
重
視
す
る
よ
り
も
営
利
性
・
事
業
性
が

優
先
さ
れ
た
の
は
、
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

二
　
塩
屋
浦
新
地
に
み
る
地
底
銭

　
旧
宇
土
郡
長
崎
村
地
先
の
塩
屋
浦
新
地
九
町
四
反
九
畝
は
、
天
保
十
二
～
四

年
（
一
八
四
一
～
三
）
に
か
け
て
築
造
さ
れ
た
。
事
業
主
は
、
宇
土
方
（
宇
土

支
藩
）
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
『
御
新
地
方
記
録
』
に
収
載
の
奉
願
覚
綴
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

同
新
地
の
地
底
銭
延
納
を
願
っ
た
文
書
が
あ
り
、
そ
の
名
宛
て
は
、
櫨
方
と
引

除
方
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
本
藩
の
機
構
で
、
本
方
の
資
金
で
開
発
を
す
す
め
た

と
み
ら
れ
る
。
願
書
の
書
か
れ
た
理
由
は
、
弘
化
二
年
（
「
八
四
五
）
現
在
、

塩
屋
浦
新
地
の
経
営
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
高
良
村
地
先

の
亀
崎
新
地
九
三
町
八
反
と
斜
向
か
い
に
接
し
、
ほ
ぼ
隣
接
地
と
い
え
る
場
所

柄
で
あ
る
が
、
宇
土
半
島
頸
部
よ
り
や
や
西
方
に
位
置
し
、
半
島
南
部
の
干
拓

地
に
特
有
な
三
角
形
の
形
状
を
と
る
。
小
さ
な
入
江
の
突
端
を
む
す
び
築
堤
し

て
干
拓
す
る
手
法
で
、
天
領
天
草
に
類
例
が
多
い
。
玉
名
・
飽
田
・
下
益
城
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

八
代
各
郡
の
干
拓
地
と
比
較
す
れ
ば
格
段
に
小
規
模
で
あ
る
。

　
亀
崎
新
地
と
比
べ
れ
ば
、
大
野
川
の
よ
う
な
河
川
も
な
く
、
運
搬
土
砂
の
沖

積
作
用
も
な
い
の
で
干
潟
の
発
達
が
遅
い
。
断
崖
の
地
先
を
開
発
す
る
結
果
と

な
り
、
岩
窟
や
岩
原
な
ど
耕
地
化
に
不
向
き
な
場
所
も
多
く
、
効
率
的
な
造
成

が
困
難
で
あ
っ
た
。
弘
化
二
年
に
至
っ
て
も
、
「
三
町
武
反
三
畝
武
拾
七
歩
」

が
未
完
成
で
、
作
付
面
積
は
造
成
面
積
の
四
二
％
程
度
と
、
開
発
そ
の
も
の
が

疑
問
視
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
堤
塘
工
事
に
不
備
な
点
が

あ
り
、
「
岩
窟
井
江
塘
際
地
低
、
ニ
ケ
所
二
て
澗
潮
之
瑚
は
、
潮
入
二
相
成
毛
付

難
成
ケ
所
々
々
…
」
と
い
う
場
所
が
、
「
壱
町
四
反
四
畝
廿
四
歩
」
生
じ
た
。

さ
ら
に
、
天
保
十
四
年
九
月
三
日
の
高
潮
で
破
堤
し
、
「
御
新
地
内
数
日
潮
下

二
相
成
、
其
後
猶
開
明
毛
付
仕
候
得
共
、
当
年
迄
塩
気
抜
兼
、
其
上
田
方
養
水
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図2，塩屋浦・亀崎新地

　　　（明治三四年陸軍参謀本部測地部製より転載）

及
不
足
…
」
と
い
う
事
態
に
な
る
。
開
発
地
本
来
の
悪
条
件
に
よ
る
耕
地

整
備
の
遅
れ
、
破
堤
に
よ
る
塩
害
の
残
る
中
で
作
付
を
行
な
っ
た
が
、
灌

概
用
水
も
不
足
し
作
柄
不
良
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
地
底
銭
の
納
付
が
で
き

な
く
な
り
、
延
納
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
願
意
を
ま
と
め
る
。

　
ω
　
塩
屋
浦
新
地
は
、
総
面
積
九
町
四
反
九
畝
で
あ
る
。
岩
窟
や
江
湖

　
　
塘
の
付
近
三
ヵ
所
よ
り
潮
入
り
し
、
作
付
が
困
難
で
あ
っ
た
。
該
当

　
　
す
る
一
町
四
反
四
畝
二
四
歩
に
相
当
す
る
地
底
銭
を
、
「
暫
御
畳
被

　
　
置
被
奉
申
候
様
奉
願
」
と
申
し
入
れ
た
。

　
㈲
　
右
の
潮
入
地
と
龍
神
社
々
床
、
井
手
・
堤
塘
破
損
に
よ
り
水
没
し

　
　
た
費
地
、
井
樋
番
へ
の
付
地
、
未
整
備
の
荒
れ
地
等
を
差
し
引
い
た

　
　
残
り
四
町
一
反
五
畝
二
一
歩
が
、
「
當
巳
年
（
※
筆
者
註
・
弘
化
二

　
　
年
）
田
畑
毛
付
畝
」
で
あ
っ
た
。

　
⑧
　
毛
付
畝
（
耕
作
地
部
分
）
の
地
底
銭
は
、
一
反
当
り
銀
一
五
〇
匁

　
　
で
、
総
額
六
貫
二
三
五
匁
と
な
り
、
そ
の
半
額
三
貫
一
一
七
匁
七
分

　
　
五
厘
を
当
年
（
弘
化
二
年
）
暮
に
納
付
し
た
い
。
残
二
分
の
一
は
、

　
　
「
来
午
暮
迄
御
延
方
被
仰
付
申
候
様
奉
願
候
」
と
い
う
。

　
ω
　
江
湖
塘
際
の
潮
浸
し
と
な
っ
た
所
や
、
岩
窟
・
岩
原
近
辺
を
宛
て

　
　
が
わ
れ
た
農
民
た
ち
は
、
作
付
し
た
も
の
の
収
穫
な
ら
ず
に
、
「
差

　
　
寄
開
明
出
来
兼
候
分
は
、
地
底
銭
救
立
之
見
込
無
御
座
候
間
、
暫
御

　
　
畳
被
置
申
候
様
奉
願
候
」
と
暫
時
の
延
納
を
申
し
入
れ
た

　
こ
の
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
た
か
否
か
を
示
す
史
料
は
未
見
で
あ
る
。

こ
の
事
例
で
は
、
開
発
さ
れ
た
新
地
か
ら
上
が
る
生
産
物
に
よ
り
、
地
底

銭
を
納
付
す
る
と
い
う
構
図
が
み
ら
れ
、
必
ず
し
も
入
植
前
に
完
納
す
る

と
い
う
建
前
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
築
立
（
造
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成
）
費
用
の
一
部
を
、
地
底
銭
で
調
達
予
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
受
け

入
れ
時
期
が
繰
り
延
べ
さ
れ
れ
ば
、
当
該
工
事
の
費
用
支
払
に
齪
館
を
き
た
す

こ
と
を
意
味
す
る
。
塩
屋
浦
新
地
に
限
ら
ず
、
完
工
後
の
資
材
調
達
明
細
・
支

払
明
細
等
を
網
羅
し
た
工
事
決
算
書
と
い
う
べ
き
性
格
の
史
料
は
見
当
た
ら
な

い
。
当
時
の
土
木
工
事
請
負
や
支
払
慣
行
に
ふ
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
荒
積

（
概
算
見
積
書
）
や
資
材
の
調
達
に
関
わ
る
諸
史
料
の
中
か
ら
、
支
払
条
件
に

つ
い
て
の
一
端
を
知
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
　
　
　
　
覚

　
　
今
度
大
小
石
、
天
草
6
御
取
出
之
御
見
込
二
付
、
私
共
天
草
表
二
罷
越
、

　
　
天
草
之
模
様
次
第
二
て
は
長
崎
二
も
罷
越
候
様
二
て
、
可
有
之
哉
之
段
、

　
　
御
内
意
之
趣
奉
得
其
意
候
、
然
庭
私
土
ハ
儀
成
共
、
日
此
6
一
先
天
草
江
罷

　
　
越
、
彼
方
大
庄
屋
二
懸
合
、
申
出
之
趣
を
以
奉
伺
、
御
差
図
之
上
長
崎
江

　
　
罷
越
申
度
奉
存
候
、
依
て
左
之
通
奉
伺
候
、

　
一
大
小
石
代
、
大
数
千
貫
目
之
内
、
三
ケ
一
程
も
米
二
て
被
渡
下
候
様
二
と

　
　
申
出
候
ハ
＼
如
何
返
答
仕
可
申
哉
之
事
、
但
千
貫
目
之
内
三
ケ
一
、
大
抵

　
　
米
四
千
俵
絵
二
相
当
申
候
事
、

　
一
今
度
天
草
6
大
小
石
遣
候
替
り
二
、
後
年
凶
作
等
有
之
節
、
此
節
御
築
立

　
　
之
新
地
出
来
申
候
米
雑
穀
等
、
其
年
之
御
相
場
を
以
被
渡
下
候
様
二
と
申

　
　
出
候
ハ
＼
、
如
何
返
答
仕
可
申
哉
之
事
、

　
こ
の
史
料
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
十
一
月
、
郡
浦
手
永
惣
庄
屋
郡
浦

新
五
左
衛
門
と
五
町
手
永
惣
庄
屋
坂
梨
順
左
衛
門
か
ら
、
両
手
永
を
管
掌
す
る

飽
田
・
宇
土
の
両
郡
代
に
提
出
さ
れ
た
伺
書
で
あ
る
。
藩
営
干
拓
地
築
立
の
た

め
、
天
草
よ
り
大
小
の
石
材
を
調
達
す
る
が
、
そ
の
代
金
は
お
よ
そ
銀
千
貫
目

に
の
ぼ
り
、
交
渉
相
手
（
天
草
の
大
庄
屋
）
か
ら
代
金
の
三
分
の
一
を
米
で
支

払
要
請
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
代
金
全
額
に
つ
い
て
、
「
此
節
御
築
立
之
新
地
二

出
来
申
候
米
雑
穀
等
」
を
将
来
の
収
穫
時
に
、
そ
の
時
の
相
場
で
引
き
渡
す
よ

う
申
し
出
が
な
さ
れ
た
場
合
、
と
い
う
想
定
さ
れ
る
二
つ
の
支
払
条
件
に
対
し

て
指
示
を
求
め
て
い
る
。

　
惣
庄
屋
両
人
の
懸
念
は
、
天
保
七
年
以
来
の
急
激
な
米
価
変
動
に
あ
る
。
米

一
石
当
り
銀
相
場
の
推
移
を
み
る
と
、

　
　
天
保
七
年
　
　
八
二
　
　
　
～
　
一
四
七
、
九
匁

　
　
〃
　
八
　
　
　
八
九
、
一
　
～
　
二
三
八
、
五
〃

　
　
〃
九
　
八
七
、
九
～
一
二
三
、
五
〃

　
　
〃
　
十
　
　
六
三
　
　
～
　
一
＝
二
、
九
〃

　
　
　
　
（
三
井
文
庫
編
『
近
世
後
期
に
お
け
る
主
要
物
価
の
動
態
』
よ
り
）

天
保
八
年
の
騰
勢
率
は
、
二
六
七
％
に
及
ん
で
い
る
。
石
材
の
売
渡
条
件
が
今

回
築
造
す
る
干
拓
新
地
か
ら
の
産
米
で
支
払
う
と
い
う
約
定
に
な
れ
ば
、
た
と

え
ば
、
数
年
後
の
収
穫
米
と
な
り
、
そ
の
将
来
の
米
相
場
を
適
用
す
る
こ
と
に

な
る
。
米
相
場
が
下
落
と
な
れ
ば
、
引
渡
す
米
穀
が
二
倍
の
量
に
も
な
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
伺
い
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
変
形
の
先
物
取

引
と
も
い
え
、
売
手
側
が
米
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
先
物
取

引
的
決
済
条
件
を
提
示
す
る
と
い
う
、
近
代
的
な
思
考
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

　
築
堤
工
事
に
使
用
さ
れ
る
大
量
の
石
材
取
引
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
支

払
慣
行
が
生
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
の
「
覚
」
に
お
け
る
開
発
予
定
地

は
、
宇
土
半
島
南
岸
域
か
ら
下
益
城
郡
松
橋
・
小
川
に
至
る
海
辺
地
先
で
、
付

属
す
る
荒
積
に
は
、

　
一
惣
御
入
目
銭
三
千
三
百
拾
武
貫
六
百
武
拾
目
四
分
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一
夫
九
万
三
千
拾
三
人

　
一
明
俵
五
拾
八
万
千
百
四
拾
四
俵
　
　
右
就
稜
潮
留
入
用
分

　
　
惣
荒
畝
六
百
六
拾
七
町
四
反
武
畝
拾
武
町
　
（
中
略
）

　
一
割
石
四
拾
四
万
六
千
八
百
五
拾
九

　
一
栗
石
壱
万
七
千
七
百
九
拾
六
坪
四
合
五
勺
五
才

の
諸
計
数
が
み
え
、
そ
の
広
大
な
開
発
規
模
が
窺
わ
れ
る
。
総
工
費
三
三
一
二

貫
目
の
う
ち
、
石
材
費
千
貫
目
は
三
割
を
占
め
る
。
そ
の
他
の
現
銀
支
払
項
目

は
、
旦
雇
人
夫
の
労
賃
、
大
工
手
間
賃
、
石
工
手
間
賃
、
水
門
造
用
・
竹
木
・

沈
床
用
粗
朶
材
な
ど
で
あ
り
、
七
百
町
新
地
築
造
時
の
石
工
と
大
工
の
手
間
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

を
み
れ
ば
、
ほ
ぼ
資
材
費
（
石
材
・
竹
木
等
）
に
見
合
う
金
額
で
あ
る
。

　
右
の
開
発
予
定
事
案
と
同
時
期
・
隣
接
地
域
・
藩
築
開
と
い
う
共
通
項
か
ら
、

単
位
面
積
当
り
の
築
造
単
価
を
ほ
ぼ
同
一
と
仮
定
す
れ
ば
、
面
積
比
（
七
〇
対

一）

ﾉ
よ
り
、
塩
屋
浦
新
地
の
総
工
費
は
概
算
四
七
貫
目
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。

石
材
費
の
割
合
を
三
割
程
度
と
す
れ
ば
、
そ
の
代
金
は
十
四
貫
目
前
後
と
な
る

が
、
実
際
に
は
難
工
事
の
う
え
、
高
潮
に
よ
る
破
堤
も
加
わ
り
、
当
初
見
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

よ
り
も
相
当
の
増
加
を
み
た
。

　
天
保
期
を
通
じ
八
代
海
沿
岸
に
は
、
藩
築
・
私
築
の
干
拓
地
が
多
く
開
発
さ

（
1
4
）

れ
、
領
内
産
の
石
材
は
供
給
困
難
と
な
っ
て
い
た
。
塩
屋
浦
新
地
の
築
堤
材
料

は
、
同
新
地
が
小
規
模
と
い
う
こ
と
か
ら
、
近
く
の
戸
馳
島
・
藩
営
石
場
産
で

賄
っ
て
い
る
。
さ
き
の
延
納
願
に
よ
る
と
、
作
付
を
し
た
が
収
穫
で
き
な
か
っ

た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
干
拓
地
の
生
産
物
を
地
底
銭
と
な
し
、
造
成
費
用
に
充
て

る
と
い
う
開
発
者
の
意
図
は
成
り
立
た
ず
、
そ
の
ま
ま
で
は
石
材
代
金
の
支
払

に
支
障
を
来
す
。
し
か
し
藩
営
の
干
拓
で
あ
り
、
債
権
者
（
戸
馳
石
場
）
も
藩

の
機
関
と
い
う
こ
と
か
ら
、
地
底
銭
納
付
義
務
者
で
あ
る
農
民
た
ち
に
、
何
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

か
の
金
融
的
措
置
を
講
じ
、
事
態
を
収
拾
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
地
底
銭
納
付
に
つ
い
て
の
諸
事
象
を
、
こ
の
延
納
願
い
に
沿
っ
て

書
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
①
　
納
付
対
象
地
は
、
干
拓
地
内
の
神
社
床
地
・
費
地
・
井
樋
番
へ
の
給
付

　
　
地
、
未
完
成
区
画
を
除
く
、
「
耕
作
可
能
区
域
」
で
あ
る
。

　
②
神
社
床
地
・
費
地
・
井
樋
番
地
へ
の
地
底
銭
免
除
に
つ
い
て
は
、
村
方

　
　
管
理
区
域
で
あ
り
、
村
方
よ
り
申
請
が
な
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
V

　
③
　
一
反
当
り
「
銀
0
0
匁
」
で
計
算
さ
れ
た
。

　
④
　
現
銀
納
付
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
入
植
前
に
一
括
納
付
を
要
す
る
も
の

　
　
で
は
な
く
、
入
植
地
の
収
穫
を
引
当
て
と
す
る
場
合
も
あ
る
。

　
⑤
入
植
後
、
風
災
・
高
潮
な
ど
、
被
災
の
程
度
に
よ
っ
て
は
、
分
割
納
も

　
　
可
能
で
あ
っ
た
。

　
⑥
　
願
文
の
発
起
・
記
名
者
は
、
関
係
村
の
庄
屋
と
村
方
の
新
地
築
造
管
理

　
　
者
で
、
出
願
先
は
惣
庄
屋
で
あ
る
。
塩
屋
浦
の
場
合
、
最
終
名
宛
て
は
櫨

　
　
方
と
引
除
方
（
資
金
担
当
機
関
）
連
名
と
な
っ
て
い
る
。
徴
収
の
取
り
ま

　
　
と
め
は
庄
屋
が
行
っ
て
お
り
、
地
底
銭
の
流
れ
は
、
地
底
銭
納
付
者
即
ち

　
　
耕
作
権
者
（
現
実
の
耕
作
者
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
）
↓
村
方
↓
手
水

　
　
会
所
↓
藩
庁
と
み
ら
れ
る
。

　
弘
化
二
年
、
塩
屋
浦
新
地
の
地
底
銭
は
、
一
反
当
り
銀
一
五
〇
匁
で
あ
っ
た
。

隣
接
す
る
亀
崎
新
地
の
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
事
例
で
は
二
〇
〇
匁
で
あ

（
1
7
）

る
。
こ
の
五
〇
匁
の
差
は
、
双
方
の
耕
作
地
面
の
地
力
・
生
産
力
の
格
差
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
反
当
地
底
銭
の
決
定
は
、
塩
屋
浦
に
限
ら
ず
、
村
方
と
手

永
会
所
に
お
い
て
地
床
そ
の
も
の
の
良
否
、
灌
概
用
水
の
利
便
や
充
実
な
ど
を

勘
案
し
て
決
定
さ
れ
、
収
受
や
そ
の
周
辺
実
務
は
手
永
会
所
を
中
心
に
執
行
さ
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（
1
8
）

れ
て
い
る
。

　
藩
政
末
期
、
地
底
銭
が
干
拓
地
造
成
資
金
の
一
調
達
手
段
と
し
て
機
能
し
た

こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
の
収
受
状
況
な
ど
、
具
体
的
な
こ
と
は
不
明
で

あ
る
。
造
成
費
用
総
額
の
う
ち
、
ど
の
程
度
を
地
底
銭
に
よ
っ
て
調
達
し
た
の

か
。
だ
れ
が
ど
の
程
度
出
銭
し
、
い
か
ほ
ど
の
耕
作
地
を
得
た
の
か
。
そ
し
て

彼
ら
の
農
業
経
営
規
模
拡
大
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
。
こ
れ
ら
は
、
今

の
と
こ
ろ
史
料
的
制
約
に
よ
り
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
旦
ハ
体
的
な
地
底
銭
出

銭
に
関
わ
る
二
つ
の
史
料
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

［
史
料
A
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
　
　
　
　
河
江
松
橋
尻
新
御
開
一
紙

　
　
銭
七
百
八
拾
八
貫
八
百
五
拾
三
匁
五
分
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塘
手
惣
御
入
目
銭

　
　
同
五
拾
武
貫
六
百
四
拾
武
匁
九
分
武
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
門
御
入
目
銭

　
　
同
六
拾
貫
五
拾
目
四
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
屋
建
方
井
諸
道
旦
ハ
、
筆
紙
墨
賄
造
用
諸
雑
費
共

　
　
同
拾
五
貫
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潮
留
諸
品
諸
造
用
共

　
　
惣
合
九
百
拾
六
貫
五
百
四
拾
六
匁
八
分
九
厘
　
　
但
九
拾
六
町
七
反
八
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
内

　
　
内
百
六
拾
九
貫
武
百
武
拾
五
匁
四
拾
八
町
三
反
五
畝
ハ
反
二
鼠
百
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
拾
八
町
三
反
五
畝
　
反
二
百
五
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
地
底
銭
見
込
分
（
傍
線
は
筆
者
）

　
　
　
残
七
百
四
拾
七
貫
三
百
武
拾
壱
匁
八
分
九
厘

　
　
　
惣
畝
数
賦
百
五
拾
壱
町
五
反
壱
畝
拾
武
歩
　
　
（
後
略
）

　
こ
う
の
え
ま
つ
ば
せ

　
河
江
松
橋
尻
新
御
開
と
は
、
後
の
松
橋
新
開
と
新
田
出
村
新
地
の
こ
と
で
、

藩
営
干
拓
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
天
保
十
一
年
～
二
年
（
一
八
四
〇
～
四
一
）
に

竣
工
し
て
い
る
が
、
記
録
者
成
松
古
十
郎
は
天
保
十
年
正
月
に
死
去
し
て
お
り
、

本
文
書
は
晩
年
に
筆
記
さ
れ
た
概
算
見
積
書
と
み
ら
れ
、
計
画
の
実
施
段
階
で

各
々
別
途
に
施
工
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
天
保
九
年
当
時
、
金
一
両
の
銀
相
場
は
五
九
、
八
匁
（
三
井
文
庫
編
『
近
世

後
期
に
お
け
る
主
要
物
価
の
動
態
』
）
で
あ
り
、
総
費
用
九
一
六
貫
目
強
は
、

金
一
万
五
三
二
〇
両
ほ
ど
に
相
当
し
、
う
ち
一
六
九
貫
目
強
（
二
八
三
〇
両
ほ

ど
）
を
地
底
銭
で
調
達
す
る
計
画
に
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
二
割
に
満
た
な
い

金
額
で
あ
る
が
、
出
銭
者
は
町
方
・
村
方
の
有
力
者
で
、
彼
ら
は
別
途
に
寸
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

金
を
拠
出
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
藩
政
後
期
の
海
辺
開
発
は
民
力
に
頼

る
こ
と
大
で
あ
っ
た
。
計
画
面
積
は
二
五
一
町
五
反
強
で
、
そ
の
う
ち
九
六
町

三
反
五
畝
（
総
開
発
面
積
の
三
八
％
）
に
つ
い
て
地
底
銭
を
募
集
す
る
計
画
で

あ
る
が
、
そ
の
二
分
の
一
は
反
当
二
〇
〇
匁
、
他
の
二
分
の
一
は
同
一
五
〇
匁

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
面
配
置
の
利
便
性
、
地
面
そ
の
も
の
の
善
し
悪

し
を
勘
酌
し
て
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
。

［
史
料
B
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
　
　
　
　
御
内
意
奉
願
覚

　
　
松
橋
高
良
海
辺
両
御
新
地
御
築
立
二
付
、
私
儀
御
用
懸
被
仰
付
罷
出
相
勤

　
　
候
二
付
て
、
御
心
付
と
し
て
御
銭
五
百
目
被
為
拝
領
難
有
奉
存
候
、
私
儀
、

　
　
鹿
島
尻
御
新
地
え
別
紙
之
通
出
百
姓
奉
願
候
二
付
、
御
新
地
御
用
懸
中
無

　
　
禄
二
て
御
奉
公
仕
候
、
内
存
二
て
御
座
候
間
、
右
被
為
拝
領
置
候
五
百
目
、

　
　
直
二
御
新
地
御
入
目
銭
之
内
二
指
上
申
度
奉
願
候
間
、
宜
敷
御
内
達
被
下
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候
様
奉
願
候
、

一
別
紙
通
出
百
姓
奉
願
置
候
慮
、

ま
た
如
何
様
共
被
仰
付
七
百
町
御
開
御
築

　
　
立
之
節
出
百
姓
之
儀
、
地
底
銭
無
二
て
何
連
茂
地
方
被
為
拝
領
候
庭
、
此

　
　
節
御
新
地
出
百
姓
之
儀
は
一
統
地
底
銭
被
召
上
候
由
二
御
座
候
、
右
二
付

　
　
て
は
委
細
口
上
を
以
奉
願
候
間
、
願
之
通
御
免
許
仰
付
被
下
候
様
、
重
畳

　
　
宜
敷
御
内
達
被
下
候
様
奉
願
候
、

　
　
右
之
趣
宜
敷
様
御
内
達
被
下
候
様
奉
願
、
此
段
覚
書
を
以
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
天
保
十
一
年
九
月
　
　
伊
藤
一
八
　
　
（
傍
線
は
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
ば
せ
こ
う
ら

　
出
願
者
は
、
農
業
経
営
を
行
っ
て
い
る
郷
士
で
あ
る
。
松
橋
高
良
海
辺
両
御

新
地
と
は
、
松
橋
新
開
と
亀
崎
新
地
の
こ
と
で
、
そ
の
築
立
の
際
に
御
用
懸
を

つ
と
め
、
心
付
と
し
て
銭
五
〇
〇
匁
を
拝
領
し
て
い
る
。
鹿
島
尻
新
地
で
も
同

様
の
役
を
つ
と
め
て
い
た
が
、
出
百
姓
（
入
植
）
を
希
望
す
る
の
で
「
無
禄
」

で
出
仕
し
た
。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
、
七
百
町
新
地
築
立
の
と
き
は
、
出

百
姓
に
際
し
て
地
底
銭
は
必
要
な
か
っ
た
が
、
「
此
節
」
（
天
保
十
一
年
）
は
地

底
銭
を
召
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
い
、
拝
領
銭
五
〇
〇
匁
を
鹿
島
尻
新
地
へ

の
寸
志
も
し
く
は
地
底
銭
に
充
当
願
い
た
い
と
い
う
。
藩
政
末
期
に
は
、
伊
藤

一
八
の
よ
う
な
富
裕
農
民
の
農
業
経
営
拡
大
的
入
植
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

三
　
地
底
銭
の
位
置
づ
け

　
地
底
銭
の
性
格
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
松
橋
新
開
の
予
定
地
検

分
の
際
、
関
係
手
水
の
惣
庄
屋
ら
が
会
同
し
て
討
議
を
行
っ
た
が
、
彼
ら
の
地

底
銭
に
つ
い
て
の
理
解
は
一
様
で
な
か
っ
た
。
熊
本
藩
の
惣
庄
屋
職
と
は
、
在

方
の
最
高
職
で
、
代
官
相
当
職
で
あ
る
。
そ
の
彼
ら
の
理
解
が
徹
底
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
藩
庁
か
ら
令
し
た
上
納
金
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
前
掲
史

料
、
伊
藤
一
八
の
「
御
内
意
奉
願
」
は
、
惣
庄
屋
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
傍
線
部
分
に
み
る
と
お
り
、
当
時
、
干
拓
地
へ
入
植
す
る
際
に
は
、
手

永
会
所
へ
地
底
銭
を
納
め
る
仕
組
が
あ
っ
た
。
し
か
し
天
保
期
以
降
に
開
発
さ

れ
た
全
て
の
干
拓
地
に
対
し
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
こ
れ
は
、

貢
租
体
系
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
熊
本
藩
の
農
政
関
連
文
書
類
に
、
「
地
底
銭
」
と
い
う
文
言
は
見
あ
た
ら
な

い
。
藩
庁
主
導
に
よ
り
、
多
く
の
干
拓
地
を
造
成
し
て
い
る
の
に
藩
庁
記
録
に

地
底
銭
と
い
う
文
言
を
見
い
だ
し
難
い
の
は
な
ぜ
か
。
筆
者
は
、
こ
の
こ
と
を
、

当
時
の
「
貨
殖
」
と
い
う
藩
内
の
時
代
的
風
潮
を
背
景
と
し
、
民
間
主
導
で
発

生
し
た
経
済
事
象
で
あ
る
か
ら
と
考
え
て
い
る
。
前
掲
史
料
A
の
傍
線
部
分
に
、

「
四
拾
八
町
三
反
五
畝
ハ
、
反
二
武
百
目
、
四
拾
八
町
三
反
五
畝
反
二
百
五
拾

目
、
地
底
銭
見
込
分
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
資
金
調
達
計
画
の
中
で
も
重
要

な
要
素
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
地
底
銭
に
は
利
権
構
造
が
み
ら
れ
る
。
『
請
新
地
一
紙
書
抜
」
に
、
豪
富
の

面
々
か
ら
の
要
請
を
い
れ
、
地
底
銭
出
銭
を
容
認
す
れ
ば
、
干
拓
地
か
ら
生
ま

れ
る
利
益
は
、
救
済
を
必
要
と
す
る
零
落
農
民
に
行
き
届
か
ず
、
豪
富
の
面
々

に
集
中
す
る
と
い
う
危
惧
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
地
底
銭
を
納
付
で
き
る
者
が

入
植
（
居
住
・
通
い
耕
作
）
の
権
利
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
入
植
す
る
か

否
か
、
彼
ら
自
身
の
事
情
に
よ
る
自
由
裁
量
で
あ
り
、
小
作
人
を
入
れ
る
こ
と

も
広
く
行
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
古
村
の
自
己
耕
作
地
以
外
に
、
地
底
銭
で
干
拓

地
に
耕
作
権
利
地
を
得
て
、
小
作
人
を
配
し
、
経
営
規
模
拡
大
を
図
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
干
拓
新
田
の
生
産
力
と
長
期
に
亘
る
免
租
期
間
（
鍬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

下
年
季
）
に
預
か
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
天
保
後
期
の
八
代
海
北
部
干
拓
新
田

に
お
け
る
反
当
り
上
納
米
・
徳
米
水
準
を
み
て
み
よ
う
。
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（
2
3
）

　
　
　
隣
反
御
開
反
別

監
物
殿
大
野
開
徳
米
反

御
同
人
久
具
開
反

御
同
人
下
郷
開
反
撫
反

三
軒
屋
御
開

織
部
殿
三
軒
屋
開
撫
反

小
川
尻
手
永
開

四
斗
七
升

三
斗
九
升

四
斗
壱
升

銀
反
拾
六
匁
を
米
二
直

五
斗

弐
斗
九
升

徳
大
豆
弐
斗
五
升
を
米
二
直
　
壱
斗
七
升

　
　
　
　
右
六
ヶ
所
撫
三
斗
七
升
鯨
二
当
ル

　
右
の
六
新
地
は
、
い
ず
れ
も
私
築
開
で
あ
る
。
最
高
で
反
当
五
斗
、
最
低
で

一
斗
七
升
と
、
相
当
の
幅
が
あ
る
が
、
最
低
の
小
川
尻
手
永
開
と
は
、
後
世
の

新
田
出
村
新
地
の
こ
と
で
、
天
保
十
一
年
河
江
手
永
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
。

徳
大
豆
弐
斗
五
升
と
い
う
の
は
、
こ
の
反
別
調
査
の
時
点
が
、
竣
工
後
間
も
な

い
頃
の
こ
と
で
、
稲
作
が
で
き
ず
に
大
豆
を
植
え
付
け
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

次
に
藩
築
開
を
み
て
み
る
と
、

　
一
　
田
五
斗
四
升
弐
合
弐
勺
五
才

　
一
　
畑
三
斗
七
升
五
合
　
　
　
　
　
鹿
嶋
御
開

　
一
　
田
三
斗
四
升
四
合
　
　
　
　
　
氷
川
尻
御
開

と
い
う
水
準
で
あ
り
、
藩
築
開
と
私
築
開
と
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
開
発
地

の
熟
田
化
・
生
産
力
の
上
昇
に
応
じ
て
漸
増
す
る
が
、
最
高
水
準
で
反
当
七
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
4
）

前
後
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。

　
地
底
銭
出
銭
農
民
の
経
営
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
適
切
な
史

料
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
か
わ
り
に
、
干
拓
新
田
の
一

般
的
収
支
状
況
の
検
討
に
よ
り
、
概
括
的
な
収
支
構
造
を
み
て
お
き
た
い
。
干

拓
新
田
の
収
入
源
と
し
て
、
厳
密
に
は
、
田
作
・
畑
作
・
塩
作
が
あ
る
が
、
米

に
単
純
化
さ
れ
た
石
盛
を
基
礎
に
し
て
検
討
し
て
み
る
。

　
八
代
海
沿
岸
干
拓
地
の
生
産
力
は
高
い
。
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
百
町
開
、

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
四
百
町
開
、
同
四
年
七
百
町
開
（
い
ず
れ
も
藩
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

開
）
に
お
け
る
石
盛
を
み
て
み
よ
う
。

表
1

七四百 干

百百町 拓

町町開 新

開開 地

五三一
六三〇 田

三七一 畑

〃〃町 面

四七五 積

〃〃反

七五一
九〇六
ｪ六二
�Z四

石
盛

〃〃石

一一一
〃〃石 撫

四五六 反

〃〃斗

上

四五五 納

〃〃斗 米
五

（升 撫
反
）

　
反
当
生
産
力
は
一
石
五
斗
前
後
と
い
う
高
水
準
で
あ
る
。
右
の
干
拓
地
を
擁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

す
る
八
代
郡
の
明
治
十
八
・
九
年
（
一
八
八
五
～
六
）
産
米
高
統
計
で
は
、
山

間
部
の
低
生
産
地
帯
を
含
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
反
当
り
一
石
五
斗

八
升
、
一
石
七
斗
三
升
と
な
っ
て
い
る
。

　
右
の
事
例
か
ら
、
八
代
海
々
辺
の
一
般
的
な
干
拓
地
の
産
米
を
、
反
当
り
一

石
五
斗
と
仮
定
し
よ
う
。
上
納
米
又
は
徳
米
五
斗
と
す
る
が
、
鍬
下
年
季
に
よ

り
当
面
は
無
視
で
き
る
。
そ
の
他
、
諸
役
米
・
救
価
備
米
・
営
農
経
費
で
合
計

四
斗
と
す
れ
ば
、
余
米
　
石
一
斗
が
想
定
さ
れ
る
。
自
作
農
が
一
町
の
耕
作
地

を
持
て
ば
年
間
十
一
石
の
余
米
と
な
り
、
天
災
が
な
け
れ
ば
不
足
の
な
い
農
業

経
営
が
可
能
で
あ
る
。

　
一
方
、
自
ら
入
植
せ
ず
小
作
人
を
入
れ
る
場
合
は
、
余
米
十
一
石
の
中
か
ら

の
小
作
料
取
得
と
な
る
が
、
そ
の
水
準
は
、
年
貢
未
進
に
関
わ
る
土
地
売
買
・

質
入
れ
等
に
起
因
す
る
奉
公
人
的
雇
用
関
係
、
親
族
内
親
方
子
方
の
関
係
な
ど
、

彼
我
相
対
の
事
情
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
み
え
、
一
様
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

は
な
い
。
天
保
期
で
反
当
り
二
斗
前
後
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
地
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底
銭
を
納
付
し
て
小
作
人
に
下
作
を
さ
せ
た
場
合
、
鍬
下
年
季
明
け
後
で
も
、

経
営
的
に
十
分
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
に
ま
と
め
て
み
る
。

　
反
当
り
地
底
銭
を
銀
二
〇
〇
匁
、
割
渡
し
面
積
を
一
町
歩
と
す
れ
ば
、
こ
の

地
底
銭
総
額
は
二
貫
目
（
約
三
三
両
）
と
な
る
。
鍬
下
年
季
を
最
短
の
三
年
と

し
、
上
納
米
・
徳
米
五
石
は
四
年
目
か
ら
と
す
る
。
反
当
り
産
米
を
一
石
五
斗

と
仮
定
し
た
場
合
の
一
般
的
経
営
モ
デ
ル
を
想
定
す
る
と
、

［
収
入
］
米
十
五
石

［
支
出
］
上
納
米
・
徳
米
な
し
、
諸
役
米
・
救
憧
米
・
営
農
経
費
合
計
四
石
、

　
　
　
　
小
作
人
の
取
り
分
を
四
石
と
仮
定

差
引
残
は
七
石
と
な
る
。
一
石
当
り
米
価
を
一
両
と
す
る
と
き
、
鍬
下
期
間
中

の
粗
利
益
は
、
累
計
二
一
両
に
達
す
る
。
四
年
目
か
ら
の
年
間
粗
利
は
、
上
納

が
始
ま
り
二
石
に
低
下
す
る
が
、
投
資
未
回
収
分
の
十
二
両
は
、
以
後
の
六
年

間
で
回
収
可
能
で
あ
る
。
償
却
期
間
九
年
の
単
年
度
平
均
投
資
運
用
利
回
り
は
、

一
割
一
分
超
で
、
比
較
的
有
利
な
資
金
運
用
で
あ
っ
た
。

　
地
底
銭
の
仕
組
は
、
私
築
開
の
築
立
に
も
利
用
さ
れ
た
。
八
代
城
代
松
井
氏

の
干
拓
事
蹟
に
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
開
発
の
植
柳
沖
水
島
新
地
が
あ

り
、
地
底
銭
が
出
銭
さ
れ
て
い
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
松
井
家
よ
り
熊

本
県
令
安
岡
良
亮
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
、
『
海
辺
新
地
御
布
達
之
趣
に
付
御

　
（
2
8
）

達
』
に
、
該
当
部
分
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
天
保
十
四
年
卯
年
築
立
　
　
章
之

　
　
一
　
植
柳
沖
水
嶋
新
地
　
　
　
八
拾
三
町
九
反
七
畝
鼠
拾
壱
歩

　
　
右
祖
父
山
城
督
之
へ
給
候
新
地
床
の
内
此
庭
に
際
目
相
願
候
虜
、
従
前
高

　
　
田
郷
よ
り
催
合
に
築
造
致
度
談
話
に
付
、
八
拾
町
宛
て
相
願
許
可
に
付
築

　
　
造
仕
候
、
地
租
収
入
発
端
よ
り
の
儀
、
相
分
兼
候
、
御
一
新
以
来
八
分
通

所
務
仕
候
、
且
地
所
之
儀
、
地
底
銭
一
反
分
に
付
、
旧
藩
札
百
五
十
目
宛

受
取
築
費
の
内
に
相
成
候
に
付
、
出
銭
の
面
々
え
受
持
せ
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
は
筆
者
）

　
高
田
郷
（
高
田
手
永
）
か
ら
松
井
家
に
催
合
（
も
あ
い
）
築
造
願
い
が
あ
り
、

共
同
で
築
造
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
一
反
歩
当
り
一
五
〇
匁
の
地
底
銭
を
受
入
れ

て
築
造
費
用
に
充
当
し
、
工
事
完
了
後
は
出
銭
の
人
々
に
応
分
の
土
地
を
分
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

し
た
。
地
底
銭
の
受
取
証
文
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
誰
文

畝
数
拾
町
　
此
地
底
銭
賦
拾
貫
目
　
但
壷
反
に
付
武
百
目
宛

右
は
高
田
手
永
植
柳
村
懸
水
島
御
新
地
塘
手
為
御
普
請
料
地
底
銭
、
右
之

通
指
出
二
相
成
、
髄
二
受
取
申
候
、
然
上
は
地
割
相
済
次
第
御
希
望
の
ケ

所
二
て
、
右
の
畝
数
永
久
請
持
御
割
渡
可
被
仰
付
候
、
勿
論
往
々
塘
手
養

水
井
樋
橋
等
損
所
之
有
候
て
も
、
御
普
請
料
及
御
出
方
不
申
如
何
様
の
儀

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

有
之
候
て
も
、
地
方
譲
房
被
仰
付
間
敷
候
、
万
一
此
節
築
留
出
来
兼
候
節

は
、
新
牟
田
海
士
江
沖
手
永
井
百
目
八
升
徳
米
二
当
り
候
丈
ケ
ノ
地
方
、

代
地
二
引
渡
可
被
仰
付
候
條
、
為
後
謹
御
郡
代
衆
御
付
紙
申
請
誼
文
指
遣

置
申
候
処
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田
会
所

　
天
保
十
四
年
十
一
月
　
　
　
　
　
小
林
英
左
衛
門
（
傍
線
は
筆
者
）

本
紙
之
趣
承
届
候
　
以
上

　
　
　
　
　
八
代

卯
十
一
月
　
御
郡
代
　
⑳

（
付
紙
）

坂
田
重
右
衛
門
殿

　
橋
本
九
右
衛
門
殿

坂
田
重
右
衛
門
と
橋
本
九
右
衛
門
は
地
底
銭
の
出
し
手
で
、
小
林
英
左
衛
門

は
高
田
手
永
の
惣
庄
屋
で
あ
る
。
坂
田
は
植
柳
村
、
橋
本
は
文
政
村
の
い
ず
れ
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も
郷
士
で
あ
り
、
一
〇
町
歩
に
銀
二
〇
貫
目
（
約
三
三
〇
両
前
後
）
と
い
う
地

底
銭
の
規
模
か
ら
は
、
干
拓
新
地
経
営
へ
の
強
い
意
志
が
よ
み
と
れ
る
。
地
割

が
済
み
次
第
、
希
望
の
箇
所
を
永
久
に
受
け
渡
す
こ
と
を
、
「
被
仰
付
候
」
と

い
い
、
万
一
こ
の
新
地
が
築
造
な
ら
な
か
っ
た
場
合
、
近
辺
の
干
拓
地
を
代
替

地
と
し
て
引
き
渡
す
と
い
う
。
そ
し
て
私
築
開
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
本
紙
之

趣
承
届
候
」
と
い
う
八
代
郡
代
の
確
認
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
付
紙
は
、

立
会
人
的
意
味
と
み
ら
れ
、
出
銭
者
の
債
権
保
護
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。

　
松
井
家
は
、
開
発
予
定
地
の
地
床
（
海
辺
干
潟
）
開
発
権
を
拝
領
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

開
発
許
可
は
藩
庁
か
ら
受
け
る
。
資
金
は
あ
る
程
度
両
者
で
負
担
し
、
さ
ら
に

八
代
町
方
よ
り
寸
志
（
現
銀
・
資
材
）
を
受
付
け
、
労
働
力
は
高
田
手
永
を
は

じ
め
、
松
井
家
知
行
の
村
々
よ
り
動
員
し
た
。
そ
れ
で
も
全
体
の
築
造
資
金
が

不
足
す
る
と
見
積
も
ら
れ
る
場
合
に
、
地
底
銭
で
調
達
を
図
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
地
底
銭
」
は
、
年
貢
や
物
成
・
冥
加
金
・
上
納
金
の
類

と
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
干
拓
地
へ
の
入
植
を
許
可
す
る
に

際
し
、
応
分
の
築
造
費
負
担
を
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
加
え
、
近
世
末
期
、
熊

本
領
海
辺
町
村
の
資
金
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
反
映
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
主
と
し
て

富
裕
農
民
層
（
農
業
経
営
を
行
う
郷
士
を
含
む
）
の
余
剰
資
金
が
、
農
業
経
営

規
模
拡
大
を
指
向
し
、
干
拓
地
の
利
権
獲
得
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
近
世
熊
本
領
内
の
干
拓
地
は
、
事
実
上
一
物
二
主
の
状
態
に
あ
り
、
開
発
主

が
「
領
主
」
で
あ
り
、
入
植
権
利
者
は
、
強
力
な
小
作
権
を
持
つ
地
主
に
た
と

え
ら
れ
る
。
人
々
は
割
渡
し
地
の
永
世
耕
作
権
、
つ
ま
り
永
小
作
権
を
得
る
目

的
で
地
底
銭
を
出
銭
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
藩
築
開
・
私
築
開
を
問
わ
ず
、

藩
庫
に
入
る
こ
と
も
な
く
、
築
造
資
金
の
一
部
と
し
て
費
消
さ
れ
た
。

四
　
地
底
銭
の
運
用
者

　
先
行
の
学
説
で
は
、
「
近
世
後
半
に
建
設
さ
れ
た
新
村
は
、
古
村
の
過
剰
な

人
口
、
無
高
百
姓
に
ま
で
分
解
さ
れ
た
農
民
を
収
容
・
定
着
せ
し
あ
、
高
持
百

姓
か
ら
な
る
近
世
的
村
落
に
準
じ
た
永
小
作
農
の
村
落
に
再
編
成
し
て
、
近
世

的
村
落
の
崩
壊
を
ひ
き
と
あ
て
、
そ
の
存
続
を
延
長
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い

　
〔
3
1
）

わ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
熊
本
領
の
海
辺
に
開
発
さ
れ
た
干
拓
地
に
も
一
般
的

に
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
時
系
列
で
み
て
い
く
と
、
か
な
り
異
な
っ

た
様
相
が
窺
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
化
政
期
以
降
か
ら
天
保
年
間
に
築
立
さ
れ

た
八
代
海
の
エ
ー
拓
地
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
入
植
し
た
の
か
。
通
説
で
は
、

「
古
村
の
過
剰
な
人
口
」
、
高
持
百
姓
の
次
・
三
男
な
ど
部
屋
住
み
の
者
、
そ
し

て
「
無
高
百
姓
に
ま
で
分
解
さ
れ
た
農
民
」
、
つ
ま
り
土
地
を
失
っ
た
零
落
農

民
と
さ
れ
る
。
以
上
の
一
般
化
は
可
能
で
あ
る
の
か
。

　
八
代
海
周
辺
干
拓
地
へ
の
一
般
的
な
出
百
姓
願
い
は
、
八
代
郡
鏡
町
『
鹿
子

木
文
書
』
（
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）
中
に
多
く
み
ら
れ
、
冒
頭
の
部
分
は
、
お

お
む
ね
次
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
子
原
村
　
彌
四
郎
　
家
内
三
人

　
　
無
高
者
二
て
兄
弟
一
所
二
て
居
申
、
諸
方
出
掛
旦
雇
稼
を
以
渡
世
仕
候
、

　
　
御
新
地
御
築
立
二
付
、
旦
雇
稼
二
罷
出
、
地
方
御
渡
被
下
候
様
二
奉
願
候

　
　
処
、
田
畑
一
町
歩
為
拝
領
下
作
仕
候
、
（
後
略
）

　
彌
四
郎
は
、
無
高
の
農
民
で
兄
の
所
に
同
居
し
て
い
る
。
旦
雇
稼
ぎ
で
生
計

を
立
て
て
い
た
が
、
四
百
町
新
地
の
築
立
に
際
し
、
夫
役
に
よ
り
干
拓
労
働
者

と
し
て
働
き
、
田
畑
一
町
歩
の
永
世
耕
作
権
（
永
小
作
権
）
を
拝
領
し
、
新
田

農
民
と
な
っ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
が
近
世
後
期
の
熊
本
領
干
拓
地
入
植
の
典
型
で
、
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最
も
多
い
入
植
形
態
で
あ
る
。
四
百
町
新
地
築
立
の
二
年
後
（
文
政
四
年
）
に

七
百
町
新
地
が
竣
工
し
た
が
、
こ
の
時
も
周
辺
諸
村
に
出
役
が
課
せ
ら
れ
、
彌

四
郎
と
同
じ
よ
う
な
立
場
の
農
民
が
常
勤
労
働
者
と
し
て
精
励
し
、
そ
の
多
く

が
自
作
農
と
し
て
入
植
し
て
い
る
。

　
天
保
期
に
入
り
、
松
橋
新
開
の
企
画
段
階
を
み
る
と
、
「
既
二
宇
土
町
杯
6

ハ
豪
富
之
内
6
地
底
銭
御
取
立
二
相
成
候
ハ
、
差
出
置
申
度
、
内
々
伺
出
共
有

候
之
由
…
」
と
、
宇
土
町
在
の
豪
富
の
人
々
よ
り
、
地
底
銭
出
銭
の
意
思
表
示

が
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
自
ら
入
植
し
て
耕
作
を
す
る
の
で
は
な
く
、
耕

作
権
を
手
中
に
し
て
小
作
人
を
入
植
さ
せ
る
か
、
通
い
耕
作
に
出
す
算
段
で
あ

る
。
こ
の
、
「
豪
富
之
内
」
と
さ
れ
る
人
々
は
、
商
業
者
や
古
村
の
富
裕
農
民

な
ど
で
あ
ろ
う
。
古
村
農
民
の
両
極
分
解
が
一
層
激
し
く
な
り
、
破
綻
農
民
が

増
加
し
、
新
田
経
営
の
労
力
と
し
て
吸
収
さ
れ
う
る
状
況
が
天
保
期
の
熊
本
領

内
に
生
じ
て
い
た
。
文
政
一
〇
年
よ
り
天
保
九
年
（
一
八
二
七
～
三
八
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
損
耗
高
お
よ
び
年
貢
免
率
を
み
て
み
よ
う
。

表
2

天　　　文
ﾛ　　　政

年

　　　　　　十十十
ｵ六五四三二元ニー

度

三ニー二二二三一三二
ｪ六六〇二九六六七七
恂恂恂恂恂恂恂恂恂

損
耗

八三八三三一六一八五
繻ﾜ四六九二五七四九

高

七二四七〇三六三九〇二九三九三四〇二　　七 董

三三三三三三三三三三
つ　つ　つ　つ　つ　つ　つ　つ　つ　つ

ｪ八八八八八八八八八
御

分分分分分分分分分分二五五六五五五六六六
蔵

朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱六七七　　九八八一一
納

厘厘厘　　厘厘厘厘厘

三三三三三三三三三三
つ　つ　つ　つ　つ　つ　つ　つ　つ　つ

ｪ八八八八八八八八八
御

分分分分分分分分分分四一ニー二二五

給

厘厘厘厘厘厘朱
@　　　　八

知

厘

九八

一
〇
万
一
七
〇
〇

三
七
万
六
二
〇

三
つ
九
分
九
厘

三
つ
九
分
九
厘

三
つ
八
分
六
朱
四
厘

三
つ
八
分
六
朱
四
厘

　
一
二
年
間
の
平
均
損
耗
高
は
、
二
六
万
五
五
九
四
石
で
あ
る
。
損
耗
高
が
一

六
万
石
で
あ
れ
三
八
万
石
で
あ
れ
、
請
免
制
の
も
と
に
、
免
率
は
ほ
ぼ
一
定
し

て
お
り
、
年
々
の
作
況
に
よ
っ
て
加
減
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
採
用
の
主

旨
か
ら
し
て
考
慮
の
外
で
あ
る
。
横
井
小
楠
の
い
う
、
「
収
敏
の
政
」
そ
の
ま

ま
で
あ
っ
た
。
藩
財
政
は
、
宝
暦
の
仕
法
以
前
で
収
入
三
五
万
石
、
支
出
四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

～
三
万
石
前
後
で
あ
っ
た
と
い
う
。
例
年
七
～
八
万
石
の
欠
損
と
な
り
、
大
坂

商
人
な
ど
か
ら
の
借
銀
で
繰
廻
し
て
い
た
。
宝
暦
・
明
和
の
仕
法
の
骨
子
は
、

支
出
を
三
五
万
石
以
内
に
お
さ
え
、
収
入
を
支
出
よ
り
上
廻
ら
せ
る
こ
と
で
あ

（
3
4
）

る
。
し
か
し
、
倹
約
令
を
数
次
に
わ
た
り
発
布
し
て
も
支
出
の
圧
縮
は
な
ら
ず
、

年
々
増
加
し
て
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
四
〇
万
二
千
石
、
同
九
年
（
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

三
八
）
四
一
万
五
千
石
と
な
る
。

　
単
純
計
算
で
実
高
を
七
五
万
石
と
仮
定
し
、
平
均
損
耗
高
二
六
万
五
千
石
を

差
し
引
く
と
、
四
八
万
五
千
石
と
な
る
。
御
蔵
納
の
免
率
を
四
分
と
す
れ
ば
、

そ
の
積
（
年
貢
収
入
）
は
、
一
九
万
四
千
石
と
な
り
、
他
に
小
物
成
・
冥
加
金

等
を
合
算
し
て
も
、
差
引
き
一
〇
万
石
超
と
い
う
巨
額
の
財
政
赤
字
と
な
る
。

こ
の
収
入
不
足
を
補
う
た
め
、
文
政
後
期
よ
り
天
保
期
を
通
じ
、
貨
殖
と
産
物

振
興
・
寸
志
の
奨
励
が
主
要
な
政
策
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
の
藩
内
事
情
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

横
井
小
楠
の
『
時
務
策
』
に
み
て
み
よ
う
。

　
横
井
は
、
家
中
・
町
方
・
在
方
の
生
活
ぶ
り
を
、
「
御
國
は
二
十
年
前
よ
り

世
界
の
不
作
に
因
て
米
便
次
第
に
騰
上
し
、
加
る
に
酉
の
年
の
凶
荒
に
因
て
彩

敷
金
銀
入
り
込
み
、
一
昨
年
迄
は
、
米
債
格
別
に
引
下
げ
ず
持
ち
越
し
た
れ
ば
、
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上
下
士
民
共
に
富
有
の
心
に
成
り
、
自
然
に
衣
食
住
の
張
り
出
し
、
過
分
の
奢

美
に
陥
入
り
、
當
時
の
姿
に
て
は
、
三
都
の
繁
華
に
少
も
劣
る
事
無
し
」
と
い

堕
上
下
士
民
を
あ
げ
て
華
美
の
風
に
馴
染
ん
で
い
る
様
子
を
批
判
し
て
い
る
・

さ
ら
に
、
「
掬
其
節
倹
の
本
と
云
は
柳
も
官
府
に
利
す
る
心
を
捨
て
、
一
國
の

奢
美
を
抑
え
士
民
共
に
立
ち
行
く
道
を
付
く
る
を
云
事
な
り
、
凡
て
是
迄
被
二

仰
出
一
た
る
節
倹
は
、
上
の
御
難
渋
に
因
て
諸
事
御
取
〆
に
被
レ
及
、
御
家
中
手

取
米
を
減
ぜ
ら
れ
叉
は
町
・
在
に
懸
け
寸
志
銀
を
取
ら
る
る
道
行
に
て
、
一
ト

ロ
に
云
え
ば
、
上
の
御
難
渋
を
下
よ
り
救
ひ
奉
る
故
に
節
倹
を
行
は
せ
ら
る
、

と
云
筋
に
當
り
、
是
は
節
倹
と
云
ふ
に
無
く
収
敏
の
政
と
云
ふ
も
の
な
り
」
と

述
べ
、
上
の
難
渋
を
下
々
の
節
倹
で
救
済
す
る
も
の
と
し
、
と
き
の
藩
政
を
厳

し
く
糾
弾
し
た
。

　
さ
ら
に
櫨
方
を
は
じ
め
と
す
る
貨
殖
の
横
行
に
言
及
し
、
「
産
出
の
幅
釣
合

わ
ぬ
と
て
、
出
方
の
幅
を
縮
め
ず
し
て
貨
殖
の
扱
い
を
な
し
、
償
い
を
外
に
取

り
て
不
足
を
補
ふ
、
是
収
敏
の
者
の
仕
事
に
て
士
民
の
心
を
失
ふ
第
一
の
悪
政

な
り
」
と
、
財
政
の
不
均
衡
を
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
貨
殖
で
乗
り
切
ろ
う
と

す
る
政
策
に
厳
し
い
目
を
む
け
る
。
そ
の
政
策
基
盤
の
ひ
と
つ
、
文
化
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

（一

ｪ
一
四
）
の
拝
借
銀
取
扱
仕
法
を
み
る
と
、

　
　
御
家
中
其
外
在
中
拝
借
等
之
内
、
御
本
方
御
出
方
被
差
支
、
諸
間
割
合
を

　
　
以
拝
借
被
仰
付
儀
二
付
、
御
座
候
処
、
左
候
て
は
一
ト
稜
之
拝
借
も
所
々

　
　
二
て
取
扱
手
数
懸
候
事
二
付
、
左
之
通
、

　
一
御
家
中
御
役
二
よ
り
家
建
継
料
拝
借
、
御
本
方
御
出
方
分
引
残
都
て
櫨
方

　
　
御
受
持
、

　
一
御
家
中
火
水
風
之
災
害
二
付
て
之
拝
借
、
御
本
方
御
出
方
分
引
、
残
櫨
方

　
　
受
持
、

　
一
在
中
零
落
所
拝
借
、
御
本
方
御
出
方
分
引
、
残
小
物
成
方
受
持
、

　
一
在
中
火
水
風
災
害
二
付
て
之
拝
借
、
御
本
方
御
出
方
分
引
、
残
小
物
成
方

　
　
受
持
、
（
後
略
）

と
あ
り
、
御
家
中
へ
の
貸
付
や
、
在
中
へ
の
貸
付
分
担
が
明
示
さ
れ
、
こ
の
当

時
は
、
家
臣
向
け
に
勘
定
方
と
櫨
方
、
在
中
向
け
に
勘
定
方
と
小
物
成
方
が
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
凶
作
や
そ
れ
に
伴
う
連
続
的
イ
ン
フ
レ
政
策
に
よ
り
、
町
方
や
農
民
の
分
解

し
て
い
く
様
相
は
、
次
の
文
章
に
窺
わ
れ
る
。
「
…
近
年
は
御
作
事
所
に
て
も

葬
借
銭
を
出
し
腿
尺
の
地
も
官
銭
を
出
さ
ざ
る
虜
無
く
、
國
を
畢
て
聚
敏
の
利

政
に
因
み
、
御
家
中
は
大
抵
無
手
取
り
に
成
り
、
町
・
在
は
利
息
の
取
立
に
苦

し
み
或
は
家
藏
を
封
印
し
叉
は
田
地
を
引
上
げ
渡
世
を
失
ふ
者
霧
敷
、
誠
に
苛

政
は
虎
よ
り
も
猛
し
と
云
ふ
古
人
の
言
、
今
日
の
有
様
に
て
、
仁
人
君
子
よ
り

是
を
見
る
に
心
肝
を
消
す
可
き
勢
な
り
」
。
櫨
方
・
小
物
成
方
・
平
準
方
・
蝋

〆
所
な
ど
、
従
来
よ
り
国
産
政
策
を
行
っ
て
い
た
役
所
の
ほ
か
、
近
年
で
は
、

御
作
事
所
や
手
永
会
所
で
も
積
極
的
に
貨
殖
行
為
を
し
て
お
り
、
町
方
・
村
方

は
、
そ
の
利
払
い
に
苦
し
み
、
家
屋
や
田
畑
を
失
う
こ
と
彩
し
い
と
い
う
。
そ

の
一
方
で
、
町
方
や
村
方
に
も
貨
殖
に
励
む
人
々
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の

時
期
、
他
領
の
干
拓
地
で
も
同
様
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

　
尾
張
国
海
西
郡
（
現
在
の
海
部
郡
飛
島
村
）
に
、
「
草
切
」
・
「
草
切
又
掟
」

と
よ
ば
れ
る
干
拓
新
地
の
耕
作
権
が
あ
る
。
柳
河
藩
や
熊
本
藩
の
千
拓
地
に
み

ら
れ
る
強
力
な
永
小
作
権
で
は
な
く
、
権
利
売
買
の
慣
行
が
あ
る
の
で
、
慣
行

小
作
権
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
地
の
大
宝
新
田
界
隈
の
農
家
経
営
や
又
小
作
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

状
況
を
記
し
た
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
『
農
稼
録
』
に
よ
れ
ば
、

　
　
草
切
又
掟
と
い
ふ
ハ
、
素
よ
り
内
証
の
私
事
な
り
し
か
、
近
頃
殊
の
外
流
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行
し
、
段
々
烈
く
成
行
ま
、
に
、
地
主
よ
り
も
其
加
地
子
利
合
に
能
と
て
、

　
　
反
畝
高
料
に
売
買
す
る
由
な
り
、
此
草
切
と
い
ふ
名
目
ハ
、
開
発
の
時
、

　
　
堤
ハ
上
よ
り
御
築
立
遊
さ
れ
、
地
代
金
を
上
納
し
て
地
主
よ
り
悉
地
直
の

　
　
普
請
を
し
、
其
田
畑
を
小
作
人
へ
割
付
た
る
に
、
初
ハ
葭
原
な
ど
の
茂
く

　
　
あ
る
を
、
其
艸
の
根
を
切
取
て
作
り
を
、
初
め
し
と
い
ふ
ま
で
の
名
目
に

　
　
て
…

と
い
う
。
新
田
開
発
の
際
に
入
植
し
、
土
地
保
全
の
た
め
の
諸
工
事
を
請
負
う

こ
と
に
よ
っ
て
得
た
耕
作
権
で
あ
る
。

　
次
に
、
同
書
か
ら
安
政
年
間
の
尾
張
地
方
に
お
け
る
、
「
貨
殖
」
を
み
て
み

よ
う
。

　
　
小
作
と
い
ふ
ハ
、
其
地
主
よ
り
一
ケ
年
預
り
の
請
作
に
て
、
田
畑
を
預
り

　
　
作
る
物
な
る
が
、
其
作
人
の
名
前
、
讐
ハ
壱
反
歩
権
兵
衛
が
作
る
田
を
内

　
　
輪
に
て
八
兵
衛
に
下
請
さ
せ
一
ケ
年
貸
す
、
上
作
と
て
米
三
升
か
五
升
と

　
　
か
定
て
取
事
也
、
近
年
流
行
す
る
に
随
ひ
段
々
増
長
し
て
、
此
上
作
を
一

　
　
反
歩
二
壱
斗
も
壱
斗
五
升
も
弐
斗
も
取
事
と
な
れ
る
よ
し
、

　
小
作
人
が
他
者
へ
又
小
作
に
出
す
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
る
。
又
小
作
を

す
る
者
は
、
生
活
困
窮
者
で
、
草
切
と
い
う
名
目
も
質
入
れ
し
た
り
売
却
し
た

り
で
、
他
人
の
手
に
渡
っ
て
い
る
。
八
兵
衛
は
権
兵
衛
に
頼
ん
で
小
作
を
し
な

い
と
生
計
が
立
た
ず
、
権
兵
衛
の
要
求
す
る
と
お
り
の
小
作
料
を
出
し
て
土
地

を
借
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
小
作
人
権
兵
衛
は
、
草
切
の
権
利
を
質
に
取
り
高
利
で
金
を
貸
し
、
質
流
れ

で
権
利
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
又
小
作
に
出
し
て
利
益
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
熊
本
領
に
お
け
る
地
底
銭
に
ま
つ
わ
る
利
権
構
造
と
の
共
通
点
が
み
ら

れ
る
。

　
八
代
海
で
は
、
天
保
期
に
十
一
～
ニ
ヵ
所
、
合
計
千
町
弱
の
干
拓
地
が
造
成

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
入
植
し
た
農
民
は
、
通
説
に
い
う
本
百
姓
の
次
・
三
男
な

ど
、
部
屋
住
み
と
零
落
農
民
だ
け
で
は
な
い
。
町
方
・
在
方
で
両
極
分
解
を
し

た
上
層
に
位
置
す
る
人
々
も
、
数
多
く
入
植
（
も
し
く
は
入
植
権
利
を
得
る
な

ど
）
し
て
い
る
。
寸
志
醸
出
者
や
地
底
銭
の
出
し
手
は
、
町
方
の
富
商
を
除
く

と
、
多
く
は
干
拓
地
周
辺
古
村
在
住
の
本
百
姓
階
層
と
自
立
的
な
小
作
農
民
で

あ
る
。
彼
ら
の
出
銭
目
的
は
、
農
業
経
営
規
模
拡
大
に
あ
り
、
熊
本
領
内
で
商

業
的
農
業
経
営
の
一
般
化
に
先
が
け
た
人
々
で
あ
っ
た
。

五
　
お
わ
り
に

　
地
底
銭
の
発
祥
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
天
保
年
間
に
発
生
し
、
明
治
維
新
の

前
後
に
は
、
制
度
的
な
終
焉
を
迎
え
た
。
近
世
末
期
、
八
代
海
を
臨
む
農
村
に

あ
っ
て
、
激
し
い
階
層
分
化
の
進
展
に
伴
い
、
勝
組
と
な
っ
た
農
民
の
農
業
経

営
規
模
拡
大
欲
求
と
、
干
潟
開
発
権
を
持
つ
も
の
の
、
資
金
的
余
裕
の
な
い
官

（
藩
）
と
私
（
門
閥
士
族
等
）
そ
れ
ぞ
れ
の
調
達
意
向
と
が
合
致
し
て
発
生
し

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
実
質
的
に
活
用
さ
れ
た
期
間
は
、
三
〇
年
前
後
で
あ
り
、

明
治
維
新
後
に
築
造
さ
れ
た
干
拓
地
の
記
録
に
、
「
地
底
銭
」
の
文
言
は
み
ら

れ
な
い
。

　
地
底
銭
仕
組
の
消
滅
原
因
と
し
て
、
そ
の
最
大
原
因
は
、
幕
末
期
特
有
の
政

治
・
社
会
的
動
揺
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
天
保
初
年
（
一
八
三
〇
）
よ
り
慶
応
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

年
（
一
八
六
五
）
ま
で
の
熊
本
領
内
の
干
拓
完
工
件
数
は
、
藩
築
・
私
築
合
計

六
三
件
で
、
年
平
均
一
、
八
件
で
あ
る
が
、
慶
応
二
年
よ
り
明
治
四
年
ま
で
の

六
年
間
で
は
、
わ
ず
か
に
五
件
、
年
平
均
○
、
八
件
に
激
減
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
の
高
潮
の
際
、
領
内
の
干
拓
地
が
全
域
に
わ
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た
り
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
影
響
も
あ
ろ
う
。
干
拓
地
の
安
全
性
や
、
修
復
に

伴
う
莫
大
な
資
金
需
要
か
ら
、
新
規
開
発
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
加
え
て
、
千
拓
地
の
造
成
に
は
、
人
・
も
の
・
金
の
大
量
動
員
を
必
要
と

す
る
の
で
、
藩
政
と
社
会
の
不
安
定
に
よ
り
、
海
辺
開
発
が
見
送
ら
れ
た
と
考

え
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
が
、
地
底
銭
仕
組
衰
微
の
主
因
で
あ
ろ
う
。

　
天
保
期
熊
本
藩
の
領
内
事
情
と
し
て
、
①
農
村
に
お
け
る
階
層
分
化
の
急
進

展
、
　
②
藩
庁
機
関
に
よ
る
貨
殖
の
横
行
、
　
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
背
景

か
ら
、
零
落
農
民
が
増
加
す
る
一
方
、
富
裕
農
民
は
土
地
投
資
を
推
進
し
て
い

っ
た
。
彼
ら
が
頭
百
姓
・
庄
屋
な
ど
村
役
人
を
独
占
し
、
さ
ら
に
手
永
会
所
の

幹
部
を
つ
と
め
、
封
建
的
支
配
機
構
の
末
端
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

地
底
銭
の
仕
組
は
、
こ
れ
ら
の
階
層
を
主
役
と
し
て
一
定
の
普
及
を
み
た
の
で

あ
る
。
①
と
②
は
相
互
に
影
響
し
あ
う
関
係
で
、
藩
庁
の
み
な
ら
ず
町
方
・
村

方
に
お
い
て
も
貨
殖
行
為
が
横
行
し
、
農
村
部
の
階
層
分
化
は
一
層
の
進
展
を

と
げ
た
。
富
裕
な
農
商
階
層
は
、
身
分
に
関
係
な
く
地
底
銭
の
仕
組
に
よ
り
、

そ
の
資
金
力
を
も
っ
て
、
鍬
下
年
季
や
生
産
性
の
面
で
本
地
地
主
よ
り
も
有
利

な
、
干
拓
地
の
新
田
経
営
者
と
な
る
契
機
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
【
註
】

（
1
）
　
本
田
彰
男
『
肥
後
藩
干
拓
史
概
説
』
付
年
表
（
一
九
六
七
）
よ
り
集
計
。

（
2
）
　
右
同
。
同
書
に
は
、
有
明
・
八
代
両
海
の
エ
ー
拓
事
蹟
が
時
系
列
で
ま
と
め
ら
れ
て

　
い
る
。
築
添
新
地
の
と
ら
え
方
に
限
界
が
あ
り
、
真
相
究
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
3
）
　
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
「
海
邊
新
地
免
租
延
期
請
願
二
關
ス
ル
陳
情
書
」
（
九

州
近
代
史
料
叢
書
・
九
輯
『
熊
本
県
干
拓
史
料
』
一
九
六
五
）
。
右
の
陳
情
書
は
、
旧

藩
時
代
重
臣
家
に
許
可
さ
れ
て
い
た
私
築
干
拓
地
に
対
す
る
地
租
免
除
期
間
延
長
に
つ

　
い
て
の
請
願
運
動
趣
意
書
で
、
熊
本
県
知
事
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
。
書
中
に
は
官
築
開

　
（
藩
費
築
造
）
・
民
築
開
（
私
費
築
造
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
垣
塚
文
兵
衛
『
官
職
制
度
考
』
（
『
肥
後
文
献
叢
書
』
（
↓
　
↓
九
七
一
）
一
四
九

頁
。

　
　
「
此
府
は
諸
算
計
の
事
を
換
閲
し
櫨
の
油
を
製
し
て
窩
之
、
紙
楮
を
生
植
し
其
外
諸

貨
物
を
交
易
し
、
其
利
を
勾
會
し
不
慮
の
度
支
に
備
ふ
事
を
掌
る
」
と
あ
り
、
小
物
成

方
同
様
に
幕
府
の
賦
課
金
や
不
慮
の
支
出
に
備
え
る
目
的
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文

政
・
天
保
期
に
は
貨
殖
機
関
と
し
て
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

（
5
）
　
永
松
家
古
文
書
『
永
松
一
男
家
旧
記
写
』
八
代
郡
千
丁
町
教
育
委
員
会
蔵
。

…
寛
政
六
年
祖
父
文
之
丞
、
種
山
手
永
岡
中
村
居
住
吉
田
三
哲
、
岡
谷
川
村
居
住
森
田

惣
平
、
三
人
組
合
新
牟
田
沖
に
お
ゐ
て
新
開
拾
町
自
勘
に
築
立
、
御
屋
敷
（
※
筆
者

註
・
二
の
丸
細
川
家
）
へ
差
出
申
度
奉
願
候
処
、
願
之
通
被
仰
付
候
二
付
、
一
切
引
受

少
し
も
御
出
方
不
奉
願
、
同
年
四
月
築
留
申
候
処
…

（
6
）
　
「
地
底
銭
」
文
言
の
表
出
史
料
は
、
崇
城
大
学
蔵
「
伊
藤
家
文
書
」
、
熊
本
県
城
南

町
民
俗
資
料
館
蔵
「
請
新
地
一
紙
書
抜
」
、
同
県
不
知
火
町
教
育
委
員
会
蔵
「
御
新
地

方
記
録
」
、
前
掲
註
（
三
）
『
熊
本
県
干
拓
史
料
』
収
載
の
受
取
証
文
（
現
物
所
在
は
不

　
明
）
な
ど
が
あ
り
、
関
係
す
る
干
拓
地
は
、
い
ず
れ
も
八
代
海
側
に
所
在
す
る
。

（
7
）
　
文
政
元
年
よ
り
天
保
八
年
ま
で
（
一
八
一
八
～
三
七
）
杉
嶋
手
永
惣
庄
屋
（
代
官

兼
帯
）
を
つ
と
め
、
奥
古
閑
開
・
七
百
町
新
地
築
立
な
ど
に
出
仕
。
天
保
一
〇
年
二

　
八
三
九
）
五
六
歳
で
没
し
た
。

（
8
）
　
『
八
代
市
史
』
近
世
史
料
編
V
（
一
九
九
六
）
松
井
家
文
書
「
先
例
略
記
＝
二

　
八
七
頁
。

（
9
）
延
納
願
書
の
全
文

　
　
　
　
　
　
奉
願
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潮
屋
浦
御
新
地

　
一
惣
畝
数
九
町
四
反
九
畝

　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
拾
武
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
神
社
床
極
荒
、

　
　
　
壱
反
九
畝
拾
五
歩
　
　
　
　
但
天
保
十
四
年
卯
年
掘
方
被
仰
付
候
井
手
床
費
地
、
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壱
反
九
畝
　
　
　
　
　
　
　
但
同
年
九
月
塘
手
破
損
之
所
江
湖
内
二
相
成
候
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
、

　
　
　
壱
反
　
　
　
　
　
　
　
　
但
神
田
井
井
樋
番
付
地
、
無
代
銭
一
【
奉
願
候
、

　
　
　
三
町
賦
反
三
畝
賦
拾
七
歩
　
但
岩
崎
岩
太
殿
列
請
持
分
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
此
地
底
銭
　
　
　
但
本
行
養
地
之
儀
、
巌
窟
井
江
塘
際
地
低
三
ケ
所
二
て
澗
潮
之

　
　
　
　
　
　
　
　
瑚
は
、
潮
入
二
相
成
毛
付
難
成
ケ
所
々
々
追
て
年
季
請
と
も
取

　
　
　
　
　
　
　
　
口
口
物
奉
願
筈
二
御
座
候
間
、
右
畝
数
地
底
銭
之
儀
は
、
暫
御

　
　
　
　
　
　
　
　
畳
被
置
被
奉
申
候
様
奉
願
候
、

　
　
　
残
四
町
壱
反
五
畝
武
拾
壱
歩
　
當
巳
年
田
畑
毛
付
畝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
地
底
銭
六
貫
目
武
百
三
拾
五
匁
五
分
　
　
反
二
百
五
拾
目
矩

　
　
　
　
三
貫
百
拾
七
匁
七
分
五
厘
　
當
暮
半
高
上
納
被
仰
付
申
候
様
奉
願
候
、

　
　
　
　
三
貫
百
拾
七
匁
七
分
五
厘
　
但
来
午
暮
迄
御
延
方
被
仰
付
申
候
様
奉
願
候
、

　
　
　
右
は
塩
屋
浦
御
新
地
之
儀
、
一
切
御
出
方
を
以
御
築
立
被
仰
付
候
二
付
、
一
反

百
五
拾
目
矩
之
上
納
御
取
立
被
仰
付
候
、
奉
得
其
意
候
、
然
庭
地
方
之
儀
、
夫
々
開
明

出
精
仕
居
候
内
、
一
昨
年
之
大
変
二
て
御
新
地
内
数
日
潮
下
二
相
成
、
其
後
猶
開
明
毛

付
仕
候
得
共
、
當
年
迄
は
塩
気
抜
兼
、
其
上
田
方
養
水
及
不
足
畑
方
は
海
原
岩
組
を
開

明
毛
付
仕
候
二
付
、
碇
ト
取
救
方
不
仕
儀
二
御
計
候
為
、
唯
々
地
底
銭
悉
皆
御
取
立
被

仰
付
候
二
付
て
は
、
何
連
も
上
納
之
手
段
一
一
逼
り
候
ハ
、
、
正
二
當
惑
仕
居
候
、
此
上

兎
猷
角
難
奉
願
儀
と
御
座
候
得
共
、
當
暮
之
儀
田
畑
毛
付
畝
二
懸
候
、
半
高
上
納
被
仰

付
、
残
分
は
来
午
暮
迄
御
延
方
被
仰
付
被
申
候
様
奉
願
候
、
是
又
江
湖
際
塩
浸
畝
井
巌

窟
石
原
地
等
は
、
差
寄
開
明
出
来
兼
候
分
は
地
底
銭
取
立
之
見
込
無
御
座
候
間
、
暫
御

畳
被
置
申
候
様
奉
願
候
、
左
候
得
は
御
影
を
以
何
連
も
相
励
勧
農
二
基
候
様
、
私
共
屹

ト
差
入
相
唱
可
申
候
間
、
何
卒
願
之
通
被
仰
付
可
候
事
、
此
段
連
名
之
覚
書
を
以
奉
願

候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
化
二
年
十
二
月
御
新
地
請
込
　
　
政
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
　
　
　
　
　
藤
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
村
庄
屋
　
　
喜
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
長
崎
村
右
同
　
民
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
浦
新
五
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
崎
岩
太
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫨
方
　
引
除
方

（
1
0
）
　
『
本
渡
市
史
』
（
一
九
九
一
）
六
四
三
頁
。
「
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
長
崎
代
官

所
に
よ
る
天
草
の
干
拓
予
定
地
検
分
が
な
さ
れ
、
そ
の
事
業
実
施
確
定
分
の
一
ヵ
所
平

均
面
積
は
、
七
町
七
反
と
い
う
零
細
な
も
の
で
あ
る
」
。

（
1
1
）
　
成
松
孝
滋
家
文
書
『
請
新
地
一
紙
書
抜
』
熊
本
県
城
南
町
民
俗
資
料
館
蔵
。

（
1
2
）
　
『
三
郡
御
新
地
雑
記
』
崇
城
大
学
渋
谷
文
庫
（
写
本
）
。

（
1
3
）
　
宇
土
市
教
育
委
員
会
編
『
町
在
』
四
集
（
永
青
文
庫
・
細
川
家
史
料
一
九
九
八
）
。

…
右
は
去
ル
卯
九
月
高
潮
大
風
二
て
海
辺
新
地
損
所
出
来
い
た
し
候
節
、
何
れ
之
ケ

所
々
々
も
急
場
之
御
普
請
二
付
、
入
用
之
石
戸
馳
石
場
よ
り
取
よ
り
取
出
二
相
成
、
（
中

略
）
又
太
・
岩
太
両
人
は
、
其
瑚
亀
崎
・
塩
屋
浦
両
御
新
地
破
損
所
、
御
普
請
も
引
請

（
1
4
）
　
藩
築
開
（
鹿
島
尻
・
亀
崎
・
下
住
吉
・
塩
屋
浦
・
松
橋
・
日
奈
久
）
に
、
計
六
八

三
町
歩
、
私
築
開
（
海
浦
・
今
・
ニ
ノ
丸
・
新
田
出
・
手
場
・
葭
牟
田
・
水
島
・
際

崎
）
計
三
二
五
町
歩
が
み
ら
れ
る
。

（
1
5
）
　
櫨
方
・
小
物
成
方
な
ど
藩
庁
機
関
よ
り
、
手
永
会
所
を
通
じ
在
中
へ
多
様
な
使
途

　
の
資
金
が
貸
し
出
さ
れ
た
。
「
五
町
手
永
櫨
方
拝
借
銀
一
件
」
（
「
新
熊
本
市
史
』
史
料

編
五
巻
近
世
皿
・
一
〇
二
〇
頁
）
に
、
災
害
復
旧
・
畝
物
仕
立
・
納
税
・
救
曲
な
ど
へ

　
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。

（
1
6
）
鹿
子
木
文
書
「
四
百
町
沖
築
立
新
地
地
方
割
渡
」
（
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）
に
よ

れ
ば
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
当
時
「
…
正
畝
弐
町
五
反
、
此
地
底
銭
六
貫
弐
百
五

拾
目
一
反
二
付
弐
百
五
拾
目
宛
」
の
記
述
が
あ
り
、
「
反
二
〇
〇
」
と
い
う
表
記
の
一
般

化
が
み
ら
れ
る
。

（
1
7
）
（
1
8
）
　
『
御
新
地
方
記
録
』
熊
本
県
不
知
火
町
教
育
委
員
会
蔵
。

（
1
9
）
　
「
松
橋
尻
新
地
見
立
見
積
帳
」
九
州
大
学
農
学
部
図
書
館
蔵
。

（
2
0
）
　
浜
田
家
文
書
「
慶
応
元
年
諸
達
控
」
（
『
鏡
町
史
』
所
収
一
九
八
二
）
…
右
新
開
地

方
之
内
引
当
を
以
、
大
坂
表
御
才
覚
之
儀
取
組
被
仰
付
置
候
、
然
処
、
折
角
御
領
内
之
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地
方
衆
力
被
尽
築
立
被
仰
付
候
を
、
御
才
覚
引
当
と
し
て
余
計
之
地
方
、
他
郡
之
手
二

相
渡
候
儀
、
甚
以
残
念
之
至
二
付
、
少
シ
ニ
て
も
御
国
中
二
お
ゐ
て
取
計
、
他
所
才
覚

之
員
数
相
減
候
様
有
之
度
、
依
之
重
畳
談
候
処
（
中
略
）
…
御
国
中
富
家
之
者
共
出
銀

願
出
候
ハ
＼
可
被
召
上
候
、
尤
今
節
柄
之
儀
付
、
被
賞
之
儀
ハ
出
格
之
筋
二
被
仰
付
筈

候
、
則
被
賞
段
取
書
相
渡
置
候
通
二
候
条
、
右
之
趣
を
以
、
御
郡
代
中
支
配
街
郡
内
富

家
之
者
共
見
込
次
第
誘
有
之
候
様
、
可
被
申
達
候
…
（
八
代
・
下
益
城
・
宇
土
三
郡
地

先
干
拓
計
画
へ
の
寸
志
醸
出
に
関
す
る
「
達
」
で
あ
る
）
。

（
2
1
）
　
伊
藤
家
文
書
「
鹿
島
尻
新
地
入
植
願
書
」
崇
城
大
学
渋
谷
文
庫
蔵
。

（
2
2
）
　
新
田
開
発
の
場
合
、
そ
の
地
味
が
改
良
さ
れ
、
普
通
の
田
地
同
様
に
収
穫
が
上
が

る
ま
で
租
税
を
免
除
す
る
こ
と
を
い
う
。
免
税
期
間
は
、
数
年
か
ら
数
十
年
に
及
び
、

熊
本
藩
々
営
干
拓
地
に
お
い
て
は
長
短
千
差
万
別
で
あ
り
、
私
築
開
で
は
原
則
無
税
で

　
あ
っ
た
。

（
2
3
）
（
2
4
）
　
成
松
孝
滋
家
文
書
『
請
新
地
一
紙
書
抜
』
熊
本
県
城
南
町
民
俗
資
料
館
蔵
。

（
2
5
）
　
鹿
子
木
量
平
『
邦
君
積
善
記
』
（
『
鏡
町
史
』
所
収
一
九
八
二
）

（
2
6
）
　
熊
本
女
子
大
学
郷
土
文
化
研
究
所
編
『
明
治
前
期
熊
本
県
農
業
統
計
』
（
一
九
五

　
四
）
。

（
2
7
）
　
熊
本
県
公
文
類
纂
三
七
『
尾
崎
議
官
出
張
之
即
取
調
書
類
』
（
熊
本
県
立
図
書
館

蔵
）
。

（
2
8
）
　
松
井
家
記
録
抜
粋
『
海
辺
新
地
御
布
達
之
趣
に
付
御
達
』
崇
城
大
学
渋
谷
文
庫
蔵
。

（
2
9
）
　
「
官
築
及
民
築
新
地
之
内
華
士
族
所
得
権
二
係
ル
分
賠
償
御
辞
令
写
」
（
九
州
近
代

史
料
叢
書
九
輯
『
熊
本
県
干
拓
史
料
』
一
九
六
五
）
。

（
3
0
）
　
『
八
代
市
史
』
近
世
史
料
編
V
（
一
九
九
六
）
松
井
家
文
書
『
先
例
略
記
一
』
四

六
九
頁
。

（
3
1
）
　
菊
池
利
夫
『
新
田
開
発
』
下
巻
（
一
九
五
八
）

35　34　33　32
）　　　）　　　）　　　）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
七
頁
。

上
妻
博
之
「
細
川
藩
災
害
損
毛
史
」
（
『
熊
本
史
学
』
十
八
号
一
九
五
九
）
。

細
川
藩
政
史
研
究
会
『
熊
本
藩
年
表
稿
』
（
　
九
七
四
）
。

『
御
勝
手
向
志
良
遍
』
写
本
（
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）
。

熊
本
女
子
大
学
郷
土
文
化
研
究
所
編
『
肥
後
藩
の
政
治
』
（
一
九
五
六
）
二
一
七

頁
。（

3
6
）
　
横
井
小
楠
『
時
務
策
』
（
日
本
史
籍
協
會
編
『
横
井
小
楠
關
係
史
料
一
』
所
収
一

九
三
八
）
。

（
3
7
）
　
米
価
の
暴
騰
と
御
銀
所
預
（
銀
札
）
の
濫
発
で
辛
く
も
支
え
た
財
政
で
あ
っ
た
。

天
保
七
年
以
来
数
年
間
、
全
国
的
な
凶
作
が
続
き
、
米
価
が
暴
騰
し
て
、
「
天
保
三
年

銭
百
目
に
付
、
七
斗
九
升
天
保
七
年
銭
百
目
に
付
、
五
斗
三
升
八
合
、
天
保
九
年
銭
百

目
に
付
、
四
斗
七
升
五
合
」
（
『
御
相
場
控
帳
』
）
と
推
移
し
、
藩
は
年
貢
米
の
大
半
を

大
坂
へ
廻
米
し
て
巨
額
の
利
益
を
得
た
。
藩
内
を
飢
餓
に
陥
れ
た
凶
作
の
お
か
げ
で
一

時
的
に
財
政
危
機
を
脱
し
た
。
こ
の
時
期
、
富
裕
農
民
ら
の
土
地
集
積
は
、
零
落
農
民

　
の
急
増
に
よ
り
一
層
の
進
展
を
み
る
。

（
3
8
）
　
『
新
熊
本
市
史
』
史
料
編
五
官
近
世
V
（
一
九
九
八
）
一
〇
六
四
頁
。

（
3
9
）
　
長
尾
重
喬
・
安
政
六
年
『
農
稼
録
』
（
『
日
本
農
書
全
集
』
二
一
二
巻
一
九
八
一
）
。

（
4
0
）
　
渋
谷
敏
実
『
肥
後
藩
の
干
拓
史
』
前
編
（
一
九
五
四
）
。


